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伊
東
忠
太
の
明
治
神
宮
社
殿
構
想

―

神
社
建
築
観
の
推
移―

大

丸

真

美

は
じ
め
に

　

明
治
神
宮
の
創
建
構
想
の
中
で
、
最
も
論
議
さ
れ
た
の
は
鎮
座
地

の
選
定
と
社
殿
様
式
の
問
題
で
あ
っ
た
。
創
建
の
場
所
は
神
苑
に
ふ

さ
わ
し
い
森
厳
で
う
っ
そ
う
と
茂
っ
た
森
が
必
要
で
あ
り
、
し
か
も

地
形
や
林
相
に
よ
っ
て
社
殿
の
建
築
様
式
が
大
き
く
左
右
さ
れ
る

為
、
東
京
府
内
だ
け
で
な
く
地
方
ま
で
調
査
さ
れ
た
。
結
局
、
明
治

天
皇
・
昭
憲
皇
太
后
ご
由
縁
の
深
い
南
豊
島
世
伝
御
料
地
（
現
・
渋

谷
区
代
々
木
神
園
町
）
と
決
定
さ
れ
た
。
後
者
の
社
殿
様
式
は
神
社
建

築
と
し
て
初
め
て
建
築
学
、
土
木
工
学
な
ど
最
新
の
技
術
を
導
入
し

て
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
綜
合
的
に
調
査
検
討
と
企
画
が
な
さ
れ
、

創
建
後
は
近
代
神
社
建
築
の
お
手
本
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
社
殿

構
想
を
担
当
し
た
の
が
、
日
本
建
築
史
学
の
創
始
者
・
伊
東
忠
太
で

あ
る
。
伊
東
は
当
初
、
神
社
建
築
に
対
し
て
は
進
歩
的
な
考
え
を
示

し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
明
治
神
宮
造
営
に
参
画
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

伊
東
の
神
社
建
築
観
が
一
八
〇
度
伝
統
尊
重
の
考
え
と
転
換
し
て
い

く
。
彼
の
神
社
建
築
観
・
思
想
ま
で
変
え
て
し
ま
っ
た
明
治
神
宮
の

創
建
と
は
一
体
何
で
あ
っ
た
の
か
、
伊
東
忠
太
の
神
社
建
築
観
の
推

移
と
明
治
神
宮
社
殿
構
想
及
び
造
営
の
過
程
を
み
て
い
き
た
い
。

一
、
明
治
天
皇
崩
御
直
後
に
於
け
る
神
宮
創
建
の
諸
見

　

明
治
四
十
五
年
七
月
三
十
日
、
明
治
天
皇
が
崩
御
さ
れ
る
と
早
く

も
翌
二
日
目
の
八
月
一
日
以
降
の
各
新
聞
に
は
、
識
者
よ
り
明
治
天

皇
の
御
遺
徳
を
ど
の
よ
う
に
顕
彰
す
べ
き
か
、さ
ま
ざ
ま
な
記
念
物
・

記
念
事
業
等
の
意
見
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　
　

･　

銅
像
・
記
念
塔
・
神
社
・
圖
書
館
・
美
術
館
・
博
物
館
・
養

育
院
・
慈
善
病
院
・
殖
林
・
公
園
・
公
會
堂
・
學
校
・
工
業
試

験
所
の
外
、
東
京
灣
築
港
案
あ
り
、
関
門
海
峽
、
津
軽
海
峽
に

橋
梁
を
架
す
る
の
案
あ
り
、
日
本
海
と
太
平
洋
を
連
絡
す
る
運

河
を
開
鑿
す
る
の
案
あ
り
、
富
士
山
登
山
鐵
道
敷
設
案
あ
り
、
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又
国
史
編
纂
院
を
設
く
べ
し
と
云
ふ
者
、
救
貧
基
金
を
設
け
て

貧
民
を
救
ふ
べ
し
と
云
ふ
者
、
記
念
郵
便
切
手
を
発
行
す
べ
し

と
云
ふ
者
、
何
れ
も
今
日
先
帝
記
念
の
為
め
に
採
用
す
べ
き
方

案
な
ら
ざ
る
は
莫
し
。（
大
正
元
年
八
月
六
日
付『
東
京
朝
日
新
聞
』）

　

そ
れ
ら
の
中
で
も
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
意
見
が
神
社
創
建
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
神
社
創
建
の
中
で
論
議
さ
れ
た
の
は
創
建
の
場
所
と
、

ど
の
よ
う
な
形
式
の
神
社
を
造
営
す
る
か
で
あ
っ
た
。

　

近
代
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
江
戸
時
代
よ
り
続
い
た
鎖
国
か
ら
開

国
を
行
い
、
政
治
経
済
、
科
学
、
文
学
、
芸
術
等
あ
ら
ゆ
る
も
の
を

西
欧
か
ら
導
入
し
、
近
代
化
を
進
め
た
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
日

本
の
建
築
に
も
多
く
の
変
化
が
生
じ
、
材
料
や
構
造
あ
る
い
は
手
法

に
も
西
欧
的
技
術
が
採
用
さ
れ
、
根
本
的
変
化
が
起
こ
っ
て
き
た
。

こ
の
西
欧
建
築
全
盛
の
影
響
を
受
け
て
神
社
に
も
西
欧
的
な
施
設
が

誕
生
す
る
。
そ
の
代
表
が
明
治
初
年
に
建
て
ら
れ
た
尾
山
神
社
の
楼

門
で
あ
る
。
煉
瓦
造
り
三
層
の
も
の
で
、
オ
ラ
ン
ダ
人
ホ
ル
ト
マ
ン

が
設
計
し
、
匠
工
長
・
津
田
吉
之
助
が
造
営
し
た
と
さ
れ
て
い
る
）
1
（

。

文
明
開
化
色
の
濃
い
も
の
で
、
和
洋
混
淆
の
珍
し
い
建
築
で
あ
り
国

の
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
社
会
思
潮
の
中
で
明

治
神
宮
の
社
殿
様
式
に
つ
い
て
も
、
今
ま
で
に
な
い
新
し
い
意
匠
を

求
め
る
意
見
が
多
く
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
伊
東
忠
太
も

新
し
い
様
式
を
提
唱
す
る
一
人
で
あ
っ
た
。
伊
東
は
大
正
元
年
八
月

五
日
付
の
『
国
民
新
聞
』
に
て
「
明
治
神
宮
の
建
築
」
と
題
し
て
以

下
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

　
　

･　

明
治
時
代
に
は
新
し
い
様
式
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
（
中
略
）

明
治
時
代
の
観
察
を
遺
憾
な
か
ら
し
め
ん
為
に
、
形
や
構
造
や

裝
飾
の
上
に
、
現
代
の
芸
術
の
最
善
を
尽
し
た
明
治
新
型
の
建

築
を
實
現
し
た
い
も
の
で
あ
る
。
只
千
年
前
の
技
術
を
、
其
儘

徹
頭
徹
尾
眞
似
る
の
は
智
恵
の
無
い
遣
り
方
で
あ
る
。

　
　

･　

若
し
自
分
の
希
望
の
如
く
、
明
治
時
代
を
記
念
す
べ
き
新
型

を
用
ゐ
る
な
ら
ば
当
局
者
が
広
く
天
下
の
名
案
を
求
め
る
に
吝

か
な
ら
ざ
ら
ん
事
を
望
む
。

　

こ
の
よ
う
に
伊
東
は
神
社
建
築
の
歴
史
を
紹
介
し
、
当
時
彼
の
持

論
で
あ
る
建
築
進
化
論
を
基
に
神
社
形
式
が
時
代
と
と
も
に
変
化
し

て
き
た
こ
と
を
あ
げ
な
が
ら
、
明
治
時
代
に
は
新
し
い
様
式
が
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
最
善
を
尽
く
し
た
「
明
治
新
型
」
の
建
築

を
実
現
し
よ
う
と
提
言
し
、
伝
統
重
視
の
考
え
方
は
ど
こ
に
も
見
当

た
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
時
点
で
は
ま
だ
伊
東
自
身
も
ど
の
よ
う

な
社
殿
様
式
に
す
る
か
は
具
体
的
に
何
も
上
げ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
進
歩
的
な
意
見
を
述
べ
て
い
る
の
は
伊
東
だ
け

で
は
な
か
っ
た
。

　

建
築
家
で
後
に
伊
東
と
共
に
明
治
神
宮
の
造
営
に
携
わ
る
工
学
博

士
の
関
野
貞
も
、
大
正
元
年
九
月
五
日
付
の
『
読
売
新
聞
』
に
て
形

式
は
何
か
新
し
い
明
治
時
代
を
現
し
た
も
の
に
し
た
い
と
し
て
、
日

本
の
神
社
建
築
も
各
時
代
で
変
化
し
て
伊
勢
神
宮
の
神
明
造
や
出
雲
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大
社
の
大
社
造
か
ら
幾
多
の
形
式
を
経
て
徳
川
時
代
の
権
現
造
ま
で

出
来
た
の
で
、
明
治
は
丁
度
新
し
い
形
式
が
出
来
て
も
よ
い
時
代
だ

と
し
て
い
る
が
、
し
か
し
、
関
野
も
ど
の
よ
う
な
形
式
に
す
る
か
具

体
的
に
述
べ
て
い
な
い
。
ユ
ニ
ー
ク
な
の
は
、
社
殿
と
は
別
に
明
治

天
皇
と
功
臣
を
記
念
す
る
「
日
本
の
パ
ン
テ
オ
ン
）
2
（

」
た
る
記
念
殿
と
、

「
明
治
の
一
大
正
倉
院
）
3
（

」
と
し
て
記
念
博
物
館
の
建
設
を
提
唱
し
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
文
学
博
士
の
黒
板
勝
美
も
、
先
帝
陛
下

を
崇
め
祀
る
神
宮
は
「
日
本
式
パ
ン
テ
オ
ン
）
4
（

」
と
し
て
、
社
殿
そ
の

も
の
を
パ
ン
テ
オ
ン
と
し
て
、
先
帝
以
降
の
御
歴
代
及
び
皇
族
そ
の

他
の
国
葬
の
偉
人
を
祀
る
よ
う
に
し
た
い
と
し
て
い
る
が
、
建
築

様
式
と
し
て
は
崇
高
な
「
伊
勢
の
太
廟
式
建
築
）
5
（

」、
要
す
る
に
神
明

造
が
よ
い
が
、
そ
れ
で
は
二
十
年
ご
と
の
改
築
が
必
要
と
な
る
の
で
、

最
新
の
建
築
技
術
を
用
い
て
永
久
的
な
も
の
を
望
み
、
構
造
と
し
て

は
社
殿
の
中
央
に
天
皇
、
左
右
に
皇
族
、
そ
の
左
右
に
文
武
の
国
葬

の
偉
人
を
ま
つ
る
大
胆
な
考
案
を
出
し
て
い
る
。

　

日
本
宗
教
学
の
祖
、
姉
崎
正
治
は
八
月
八
日
付
の
『
東
京
朝
日
新

聞
』
に
て
、
歴
史
的
に
見
た
社
殿
様
式
の
意
見
を
述
べ
、
そ
れ
ら
神

社
は
壮
大
の
感
に
欠
け
る
と
し
て
、
何
も
古
式
に
固
守
す
る
必
要
は

な
く
、
明
治
時
代
の
神
宮
な
ら
ば
当
然
そ
の
建
築
の
様
式
に
も
明
治

の
特
色
を
入
れ
て
ほ
し
い
と
し
て
、
当
時
の
熱
田
神
宮
の
建
築
様
式

に
注
目
し
、「
此
の
造
り
は
多
少
宸
殿
造
り
で
、
斯
の
如
き
も
の
に

京
都
の
紫
宸
殿
の
如
き
も
の
が
一
緒
に
な
れ
ば
或
は
特
別
の
様
式
が

出
来
る
か
と
思
ふ
）
6
（

」
と
し
、
し
か
も
従
来
の
日
本
建
築
よ
り
も
も
っ

と
高
い
も
の
に
し
て
「
明
治
時
代
の
気
宇
）
（
（

」
を
十
分
に
反
映
さ
せ
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
進
歩
的
意
見
で
あ
っ
て
も
具
体
的
に
ど
の

よ
う
な
形
式
に
す
る
の
か
明
示
し
た
も
の
は
な
く
、
従
来
の
社
殿
様

式
を
基
に
新
し
い
様
式
を
提
唱
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
進

歩
的
な
意
見
と
と
も
に
伝
統
的
な
様
式
を
主
張
す
る
意
見
も
多
く

あ
っ
た
。
伊
東
忠
太
の
師
で
あ
る
辰
野
金
吾
は
、
伊
東
の
新
し
い
様

式
の
提
唱
に
対
し
「
伊
東
博
士
は
『
昔
風
を
眞
似
る
丈
け
で
は
面
白

く
無
い
、
明
治
の
時
代
を
記
念
と
す
べ
き
新
し
い
建
築
に
し
た
い
』

と
云
つ
て
居
ら
れ
た
が
今
の
世
に
明
治
式
の
新
建
築
と
云
ふ
渾
然
た

る
も
の
が
あ
ら
う
か
）
8
（

」
と
批
判
し
、
昔
風
の
建
築
様
式
が
よ
か
ろ
う

と
神
明
造
を
提
唱
し
て
い
る
。ま
た
、後
の
国
學
院
大
學
学
長
に
な
っ

た
河
野
省
三
も
、
世
相
で
は
い
た
ず
ら
に
新
奇
な
も
の
や
神
社
を
記

念
物
と
勘
違
い
し
て
い
る
風
潮
を
懸
念
し
、「
神
社
ら
し
か
ら
ざ
る

観
念
を
表
現
す
る
が
如
き
は
、
断
じ
て
避
け
る
べ
き
）
9
（

」
で
あ
る
と
し

て
、
形
式
の
み
な
ら
ず
材
料
や
配
置
に
お
い
て
も
伊
勢
神
宮
の
建
築

に
「
近
き
形
式
に
よ
り
て
設
計
）
（（
（

」
す
べ
し
と
し
、
万
一
設
計
上
の
都

合
に
よ
っ
て
は
「
流
造
と
す
る
も
亦
可
な
り
）
（（
（

」
と
し
て
い
る
。
そ
し

て
、
伊
東
や
関
野
と
同
じ
く
明
治
神
宮
創
建
に
関
与
す
る
塚
本
靖
は
、

「
明
治
神
宮
の
建
築
」
と
題
し
て
伊
勢
神
宮
の
唯
一
神
明
造
は
仏
寺

建
築
が
朝
鮮
や
支
那
か
ら
輸
入
し
た
も
の
と
違
い
、
わ
が
国
固
有
の
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様
式
で
あ
る
か
ら
在
来
神
社
の
様
式
を
採
用
す
る
外
は
あ
る
ま
い
と

し
て
伊
勢
神
宮
の
唯
一
神
明
造
を
主
張
し
て
い
る
が
、
材
料
に
つ
い

て
は
最
新
式
の
「
鐵
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
や
つ
て
、
表
面
に
木
材
を

張
れ
）
（（
（

」
ば
よ
い
と
主
張
し
て
い
る
。

　

そ
の
他
に
も
、「
大
木
材
を
用
ひ
て
大
建
築
を
し
て
以
て
、
崇
厳

の
感
を
與
へ
る
出
雲
の
大
社
造
）
（（
（

」
や
、
平
安
神
宮
の
「
大
極
殿
形

式
）
（（
（

」
な
ど
の
意
見
も
あ
っ
た
が
、
し
か
し
、
平
安
神
宮
の
太
極
殿
様

式
に
つ
い
て
は
当
の
平
安
神
宮
の
日
野
西
光
善
宮
司
は
、
平
安
神
宮

の
様
式
は
「
一
時
的
の
祭
殿
）
（（
（

」
と
し
て
建
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か

ら
、
明
治
天
皇
を
祀
る
神
宮
と
し
て
は
小
規
模
に
な
る
の
は
免
れ
な

い
し
、
ま
た
徒
に
大
金
を
費
や
し
て
日
光
東
照
宮
の
如
く
豪
華
に
造

る
こ
と
は
か
え
っ
て
先
帝
の
思
し
召
し
に
反
す
る
の
で
、
伊
勢
神
宮

の
形
式
に
倣
っ
て
多
少
神
宮
よ
り
規
模
を
縮
小
し
、
ま
た
素
材
は
現

代
の
材
料
を
用
い
て
永
久
的
に
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
）
（（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
当
時
の
神
宮
建
築
様
式
に
関
す
る
世
評
を
見
る
と
、

新
様
式
及
び
新
材
料
、
永
久
的
な
も
の
を
望
む
も
の
も
あ
れ
ば
、
ま

た
古
式
に
則
っ
た
社
殿
様
式
の
意
見
で
も
新
材
料
を
採
用
す
る
意
見

も
あ
り
様
々
で
あ
る
が
、
新
し
い
様
式
を
求
め
る
意
見
で
あ
っ
て
も
、

ど
の
よ
う
な
も
の
に
す
る
か
具
体
的
に
明
示
し
た
も
の
は
な
く
、
ほ

と
ん
ど
の
意
見
が
従
来
の
社
殿
様
式
を
基
に
何
か
新
し
い
も
の
を
建

造
す
る
意
見
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
古
式
を
主
張
す
る
社
殿
様
式
に
は

ほ
と
ん
ど
が
神
明
造
で
、
そ
の
他
に
大
社
造
や
、
平
安
神
宮
の
太
極

殿
形
式
を
真
似
る
と
い
っ
た
意
見
で
あ
り
、
こ
こ
で
注
目
す
る
こ
と

は
、
後
に
創
建
さ
れ
た
明
治
神
宮
の
流
造
の
形
式
を
唱
え
た
の
は
河

野
省
三
が
た
だ
一
人
、
し
か
も
第
二
候
補
と
し
て
上
げ
て
い
る
に
過

ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

伊東忠太 明治新型式 新素材

関野　貞 明治形式説 材料は木材でも法隆寺のよう
に永久的に使用

黒板勝美 唯一神明造（日本パンテオン）最新の技術を用いて永久的な
もの

塚本　靖 唯一神明造 材料構造については最新式

姉崎正治 宸殿造＋紫宸殿「明治時代の
気宇」

塚本　靖 唯一神明造 新素材

辰野金吾 唯一神明造

下田次郎 唯一神明造・大社造

河野省三 神明造・流造

日野西光善 神明造 新素材

秋元興朝 平安神宮（大極殿形式）
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二
、
伊
東
忠
太
の
神
社
建
築
論
の
推
移

　

伊
東
忠
太
は
明
治
二
十
五
年
帝
国
大
学
工
科
大
学
造
家
学
科
を
卒

業
、
卒
業
論
文
は
「
建
築
哲
学
」
で
あ
り
、
建
築
と
は
何
か
を
日
本

人
と
し
て
は
じ
め
て
問
い
た
だ
し
た
人
物
で
あ
る
。
そ
し
て
大
学
院

に
進
み
日
本
建
築
史
を
研
究
す
る
。
そ
れ
ま
で
建
築
学
は
西
欧
建
築

一
辺
倒
で
あ
り
、
日
本
の
建
物
な
ど
は
建
築
学
に
は
及
ば
な
い
稚
拙

な
も
の
と
さ
れ
て
い
た
た
め
、
研
究
す
る
者
は
誰
ひ
と
り
と
し
て
い

な
か
っ
た
。
し
か
し
、
明
治
中
葉
に
な
る
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
ー
が
生

ま
れ
る
。
そ
こ
に
は
お
雇
い
外
国
人
に
教
わ
っ
た
人
々
の
反
省
も

あ
っ
た
。
伊
東
の
師
で
あ
っ
た
辰
野
金
吾
も
そ
の
ひ
と
り
で
あ
る
。

辰
野
は
イ
ギ
リ
ス
に
留
学
中
、
建
築
家
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
バ
ー
ジ
ェ

ス
に
日
本
建
築
の
歴
史
に
つ
い
て
質
問
さ
れ
た
時
、
何
も
答
え
る
こ

と
が
出
来
な
か
っ
た
反
省
か
ら
、
自
分
の
教
え
子
で
あ
る
伊
東
に
日

本
建
築
の
歴
史
に
つ
い
て
研
究
す
る
こ
と
を
勧
め
た
。
そ
の
き
っ
か

け
が
法
隆
寺
の
発
見
で
あ
る
）
（（
（

。
伊
東
は
法
隆
寺
を
調
査
し
、
そ
れ
が

世
界
最
古
の
木
造
建
築
で
あ
る
こ
と
を
発
見
す
る
。
し
か
も
柱
の
中

央
部
の
膨
ら
み
（
エ
ン
タ
シ
ス
）
が
古
代
ギ
リ
シ
ア
神
殿
の
柱
の
形

と
同
じ
で
あ
り
、
極
東
の
日
本
の
地
に
古
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
が

生
き
続
い
て
い
る
グ
ロ
ー
バ
ル
な
文
化
に
驚
嘆
す
る
。
法
隆
寺
発
見

に
よ
り
伊
東
の
建
築
論
は
さ
ら
に
進
み
、
創
作
論
へ
と
変
わ
っ
て
い

く
。
伊
東
は
日
本
と
ギ
リ
シ
ア
の
文
化
が
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
を

実
証
す
る
た
め
に
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
を
日
本
か
ら
西
へ
向
け
て

調
査
を
開
始
す
る
。
中
国
大
陸
か
ら
雲
南
を
経
て
ビ
ル
マ
・
イ
ン

ド
、
そ
し
て
ト
ル
コ
へ
赴
き
、
エ
ジ
プ
ト
・
ギ
リ
シ
ア
へ
と
踏
査
し

た
。
実
に
三
年
の
月
日
を
要
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
調
査
で
雲
崗
石

窟
を
発
見
し
て
世
界
に
紹
介
し
、
東
洋
建
築
史
の
体
系
を
も
確
立
し

た
。
伊
東
の
建
築
論
は
こ
れ
ら
の
調
査
研
究
に
よ
っ
て
、
世
界
の
建

造
物
だ
け
で
な
く
日
本
の
建
造
物
も
、
木
造
か
ら
土
蔵
、
石
造
へ
と

建
造
物
の
材
質
が
移
行
し
て
い
っ
た
こ
と
を
発
見
す
る
。
そ
こ
で
日

本
の
建
築
も
将
来
は
木
造
建
築
か
ら
石
や
煉
瓦
造
り
、
そ
し
て
金
属

の
建
物
と
推
移
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
と
考
え
た
。
す
な
わ
ち
建
築
進

化
論
）
（（
（

で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
考
え
は
一
般
の
建
造
物
だ
け
で
な
く
伝

統
の
神
社
建
築
ま
で
及
ん
で
い
く
。

（
1
）
神
社
の
仏
教
建
築
影
響
の
容
認

　

伊
東
は
、
神
社
建
築
の
中
に
仏
教
的
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と

を
容
認
す
る
。
明
治
以
降
、
神
仏
分
離
に
よ
っ
て
余
り
に
も
仏
教
的

建
築
様
式
を
排
除
す
る
風
潮
は
好
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
と
し
た
。

そ
の
理
由
と
し
て
神
社
建
築
様
式
は
歴
史
的
に
は
大
社
・
住
吉
・
神

明
造
を
は
じ
め
と
し
て
お
よ
そ
十
種
類
の
様
式
が
あ
り
、
そ
れ
以
外

に
も
無
数
の
変
態
が
あ
っ
て
、
し
か
も
大
社
造
・
住
吉
造
・
神
明
造

を
除
く
他
は
、
ほ
と
ん
ど
が
仏
教
建
築
の
影
響
を
受
け
て
い
る
の
で

あ
り
、
ま
た
現
今
の
出
雲
大
社
・
住
吉
大
社
・
伊
勢
神
宮
の
各
社
で
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さ
え
も
多
少
の
仏
教
建
築
の
影
響
が
見
ら
れ
、
そ
の
よ
う
な
歴
史
を

無
視
し
て
仏
教
的
要
素
を
排
除
し
て
純
粋
の
日
本
建
築
に
し
た
い
と

い
う
事
は
「
愚
の
極
）
（（
（

」
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

（
2
）
新
素
材
の
容
認

　

ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
を
横
断
・
踏
査
し
て
、
建
造
物
が
進
化
し
て
い

く
過
程
を
目
の
当
た
り
に
見
た
伊
東
に
と
っ
て
、
神
社
建
造
物
の
仏

教
影
響
は
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
容
易
に
容
認
で
き
る
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
れ
が
故
に
、
神
社
の
素
材
に
つ
い
て
も
気
安
く
新
素
材
を
受

け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

伊
東
は
神
社
の
素
材
は
木
材
に
限
定
す
る
こ
と
は
な
い
と
主
張
す

る
。
建
築
の
歴
史
は
「
第
一
期
を
純
正
植
物
質
建
築
の
時
代
、
第
二

期
を
植
物
礦
物
混
合
の
時
代
、
第
三
期
を
純
正
礦
物
質
建
築
の
時

代
）
（（
（

」
に
分
け
て
進
化
し
て
い
っ
た
こ
と
を
述
べ
、
明
治
は
第
二
期
の

植
物
鉱
物
混
合
の
時
代
で
あ
り
、
自
然
の
流
れ
か
ら
第
三
期
の
純
正

鉱
物
質
建
築
に
な
る
の
は
当
然
で
あ
り
、
一
日
も
早
く
「
石
や
煉

瓦
造
の
神
社
）
（（
（

」
が
現
わ
れ
る
こ
と
を
希
望
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
こ
の
こ
と
は
明
治
天
皇
崩
御
の
年
の
明
治
四
十
五
年
は
じ
め
に

も
「
将
来
の
神
社
建
築
」
と
題
し
て
以
下
の
よ
う
な
主
張
を
掲
載
し

て
い
る
。「
既
往
の
型
を
反
復
す
る
丈
け
で
は
物
足
ら
ぬ
、
第
一
材

料
構
造
を
堅
實
に
し
て
、
永
久
的
な
ら
し
め
度
い
、
形
式
に
剛
健
偉

大
な
る
気
魄
を
現
は
し
度
い
、
勿
論
日
本
趣
味
を
基
礎
と
し
て
ヾ
あ

る
）
（（
（

。」
（
3
）
伝
統
祭
祀
の
尊
重

　

素
材
に
つ
い
て
進
歩
的
な
伊
東
が
、
神
社
の
祭
祀
に
つ
い
て
は
保

守
的
で
あ
っ
た
。
神
社
建
築
の
構
造
や
形
式
は
自
然
の
発
達
に
任
せ

て
お
く
こ
と
が
至
当
で
あ
り
、
材
料
は
石
で
も
鉄
で
も
木
で
も
竹
で

も
構
わ
な
い
が
、
常
に
一
種
の
神
社
た
る
べ
き
約
束
を
守
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
が
二
つ
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
祭
祀
の
方

法
）
（（
（

」
と
「
形
式
に
関
す
る
古
来
の
ト
ラ
ヂ
シ
ョ
ン
）
（（
（

」
で
あ
る
と
。
祭

祀
の
方
法
に
よ
り
建
物
の
種
類
や
配
置
、
大
き
さ
な
ど
が
決
ま
っ
て

い
く
の
で
あ
り
、
ま
た
古
来
の
伝
統
に
よ
っ
て
建
物
全
体
の
形
状
や
、

千
木
、
鰹
木
細
部
な
ど
の
手
法
が
自
ら
必
要
に
な
っ
て
い
く
こ
と
を

説
き
、
神
社
の
あ
る
べ
き
姿
を
考
究
し
て
い
る
。

（
4
）
神
社
制
限
図
批
判

　

伊
東
は
ま
た
明
治
初
期
に
制
定
さ
れ
た
神
社
制
限
図
に
つ
い
て
批

判
し
て
い
る
。「
し
か
し
あ
れ
は
何
を
標
準
と
し
た
る
も
の
で
あ
り

ま
す
か
、
何
故
に
あ
の
構
造
形
式
を
模
範
と
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す

か
、
恐
く
は
其
理
由
を
明
瞭
に
答
へ
る
こ
と
は
出
来
ま
す
ま
い
。
況

や
彼
の
制
限
圖
の
通
り
に
何
処
へ
で
も
建
て
る
と
云
ふ
こ
と
は
出

来
な
い
話
で
あ
る
）
（（
（

。」
神
社
制
限
図
と
は
、
社
殿
の
規
模
や
様
式
を

制
限
し
て
、
い
た
ず
ら
に
建
築
が
膨
大
で
華
美
に
な
ら
な
い
よ
う
に
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し
た
制
度
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
当
時
の
創
立
で
な
い
古
来
の
神

社
で
あ
っ
て
も
、
造
営
に
際
し
て
は
各
社
殿
及
び
建
物
等
、
個
々
に

こ
れ
を
採
用
し
た
神
社
も
多
い
。
例
え
ば
福
井
県
の
若
狭
彦
神
社
で

は
拝
殿
、
京
都
の
籠
神
社
で
は
神
饌
所
と
社
務
所
を
こ
の
制
限
図
に

よ
っ
て
造
営
し
て
い
る
）
（（
（

。
神
社
本
庁
所
蔵
の
谷
重
雄
史
料
『
制
限
図

式
社
殿
造
営
年
表
』
に
よ
る
と
明
治
元
年
の
白
峯
神
宮
か
ら
大
正
二

年
の
出
石
神
社
ま
で
四
〇
社
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

も
と
も
と
こ
の
制
限
図
は
京
都
付
近
の
神
社
を
模
し
て
造
ら
れ
た

も
の
ら
し
く
、
角
南
隆
は
「
松
尾
・
梅
宮
・
平
野
な
ど
の―

古
社
の

一
部
に
共
通
な
社
殿
規
模
と
配
置
を
基
本
と
し
て
、
こ
れ
を
常
識
的

に
並
べ
た
）
（（
（

」
も
の
と
説
明
し
て
い
る
。
本
殿
は
流
造
、
拝
殿
は
入
母

屋
造
で
本
殿
・
中
門
・
祝
詞
舎
・
拝
殿
が
軸
線
上
に
並
び
、
本
殿
は

中
門
・
祝
詞
舎
か
ら
延
び
る
矩
形
の
透
塀
で
囲
ま
れ
て
い
る
。
ま
た

こ
れ
ら
神
社
で
は
中
門
が
き
わ
め
て
類
似
し
て
い
る
。
形
式
は
い
ず

れ
も
切
妻
起
、
屋
根
妻
入
一
間
で
あ
る
。
藤
岡
洋
保
に
よ
れ
ば
中
門

は
神
社
の
門
と
し
て
は
古
来
の
も
の
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
明
治
前

期
の
技
術
者
が
導
入
し
、
広
ま
っ
た
も
の
と
指
摘
し
て
い
る
）
（（
（

。

（
5
）
伝
統
尊
重
へ
の
移
行

　

当
初
、
明
治
神
宮
の
建
築
に
つ
い
て
進
歩
的
で
あ
っ
た
伊
東
が
、

大
正
三
年
以
降
、
つ
ま
り
明
治
神
宮
造
営
が
裁
可
さ
れ
、
神
社
奉
祀

調
査
会
が
設
置
さ
れ
て
、
伊
東
自
身
そ
の
委
員
と
な
り
、
明
治
神
宮

の
社
殿
構
想
の
担
当
と
な
る
と
彼
の
神
社
建
築
観
は
一
八
〇
度
転
換

し
て
ゆ
く
。
大
正
三
年
の
『
神
社
協
会
雑
誌
』
に
掲
載
し
た
「
神
社

建
築
の
様
式
と
殿
内
舗
設
」
で
以
下
の
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

　
　

･　

然
る
に
神
社
建
築
に
対
し
て
は
、
人
の
観
念
が
古
今
多
く
変

ら
な
い
。
又
祭
祀
の
式
典
も
亦
古
今
あ
ま
り
変
ら
な
い
の
で
あ

る
。
即
ち
精
神
上
に
も
、
物
質
上
に
も
、
未
だ
様
式
の
変
化
を

必
要
と
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
神
社
の
建
築
は
、
住
家
、

公
共
の
建
築
な
ど
と
は
、
全
然
其
の
事
情
を
異
に
す
る
も
の
と

云
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。（
中
略
）
つ
ま
り
神
社
建
築
に
、
新

様
式
を
創
造
す
る
こ
と
は
、
理
に
於
て
は
不
可
な
き
も
事
實
に

於
て
は
、
出
来
が
た
い
こ
と
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
又
必
要
の

な
い
こ
と
ゝ
思
ふ
の
で
あ
る
）
（（
（

。

　

そ
し
て
伊
東
の
神
社
建
築
論
は
更
に
完
全
な
精
神
論
へ
と
進
ん
で

い
く
。

　
　

･　

畢
竟
日
本
人
は
神
社
の
建
物
の
保
存
を
其
材
料
に
頼
ら
ず
し

て
、
精
神
に
頼
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
材
料
は
鐡
で
あ
つ
て
も
、

石
で
あ
つ
て
も
、
無
く
な
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
精
神
は
無
く

な
ら
な
い
永
遠
で
あ
り
ま
す
。
此
日
本
の
祖
先
を
御
祀
り
申
し

た
建
物
を
伝
へ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
精
神
が
あ
る
以
上
は
、

其
材
料
は
木
で
あ
つ
て
も
、
決
し
て
廃
滅
し
な
い
（
中
略
）
太

古
よ
り
今
日
に
至
る
ま
で
根
本
の
主
義
精
神
は
変
ら
ず
連
綿
と

し
て
昔
な
が
ら
の
精
神
を
一
貫
し
て
来
た
建
築
が
伝
つ
て
居
る
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の
で
あ
り
ま
す
）
（（
（

。

　

こ
こ
で
伊
東
は
神
社
の
建
物
を
単
な
る
物
質
と
し
て
捉
え
ず
、
精

神
そ
の
も
の
の
象
徴
と
し
て
捉
え
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
解
る
。

ま
た
、
建
築
進
化
論
の
立
場
か
ら
伊
東
は
新
素
材
を
常
に
主
張
し
て

い
た
が
、
神
社
木
造
論
を
唱
え
る
よ
う
に
な
る
。

　
　

･　

住
宅
は
生
活
に
都
合
好
く
出
来
て
ゐ
れ
ば
い
ゝ
の
で
あ
る
か

ら
、
其
の
主
た
る
意
味
は
内
容
に
あ
る
。
材
料
は
煉
瓦
で
も
木

で
も
拘
る
所
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
神
社
は
初
め
か
ら
材
料
に
意

味
を
持
つ
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
木
材
殊
に
檜
で
あ
る
。
此
の
事
は

古
事
記
）
（（
（

に
も
出
て
ゐ
て
太
古
か
ら
の
仕
来
り
で
あ
る
か
ら
妄
り

に
破
る
理
由
は
な
い
。
そ
こ
で
木
材
を
以
て
造
る
と
す
れ
ば
当

然
木
造
に
ふ
さ
は
し
い
形
が
ひ
と
り
で
に
出
来
て
く
る
。
即
ち

材
料
が
原
因
で
形
は
結
果
で
あ
る
。（
中
略
）
だ
か
ら
鐵
筋
で

も
形
が
同
じ
で
な
け
れ
ば
よ
い
と
云
ふ
説
は
成
立
た
な
い
。
そ

れ
は
本
末
顛
倒
の
考
へ
で
あ
り
、
木
造
の
形
に
似
た
物
は
出
来

る
か
も
知
れ
な
い
が
眞
の
同
じ
形
に
は
な
ら
な
い
）
（（
（

。

　

そ
し
て
、
木
材
以
外
で
造
っ
た
神
社
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
こ
と

に
な
る
。
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
造
っ
た
社
殿
を
「
御
神
体
格
納

庫
）
（（
（

」
で
あ
る
と
揶
揄
し
、
神
社
建
築
に
妄
り
に
新
意
匠
を
弄
ぶ
こ
と

は
、
建
築
家
の
「
不
謹
慎
な
る
遊
戯
）
（（
（

」
と
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
こ

こ
に
伊
東
の
神
社
建
築
観
は
理
の
建
築
か
ら
「
信
仰
の
建
築
」「
霊

の
建
築
）
（（
（

」
と
転
換
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

伊
東
の
念
頭
に
は
前
述
し
た
通
り
常
に
祭
祀
の
尊
重
が
あ
っ
た
。

も
し
今
ま
で
に
な
い
新
し
い
様
式
の
明
治
神
宮
が
創
建
さ
れ
た
の
な

ら
ば
、
そ
れ
に
あ
わ
せ
て
祭
祀
を
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

う
す
る
こ
と
は
神
道
の
根
本
的
信
仰
を
変
え
て
し
ま
う
事
に
な
る
。

そ
れ
は
絶
対
に
許
さ
れ
な
い
事
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
建
築
学
者
を
超

越
し
た
伊
東
の
神
社
建
築
哲
学
と
も
言
う
べ
き
真
骨
頂
が
窺
え
る
の

で
あ
る
。
で
は
、
な
ぜ
伊
東
が
明
治
神
宮
の
社
殿
を
流
造
の
様
式
に

し
た
の
か
、
そ
し
て
当
初
ど
の
よ
う
な
社
殿
構
想
を
考
え
た
の
か
、

神
社
奉
祀
調
査
会
・
同
特
別
委
員
会
で
の
発
言
を
中
心
に
見
て
ゆ
き

た
い
。四

、�

神
社
奉
祀
調
査
会
・
同
特
別
委
員
会
と�

伊
東
の
明
治
神
宮
社
殿
構
想

　

大
正
二
年
に
大
喪
が
明
け
る
と
、
十
二
月
二
十
日
付
に
て
官
制
が

公
布
さ
れ
、明
治
神
宮
奉
祀
に
関
す
る
委
員
会
「
神
社
奉
祀
調
査
会
」

が
年
末
に
設
置
さ
れ
た
。
同
委
員
会
メ
ン
バ
ー
は
枢
密
顧
問
官
、
貴

族
院
・
衆
議
院
両
議
長
、
内
務
次
官
、
東
京
帝
国
大
学
総
長
な
ど
の

各
界
の
代
表
者
と
各
分
野
専
門
の
代
表
が
網
羅
さ
れ
て
い
る
。
ま
た

そ
れ
と
は
別
に
、
専
門
知
識
を
要
す
る
事
項
が
多
い
た
め
、
委
員
の

中
か
ら
特
別
委
員
を
指
名
し
、
あ
わ
せ
て
各
専
門
家
に
も
調
査
事
務

を
嘱
託
し
各
部
門
に
て
調
査
を
行
わ
せ
て
い
る
）
（（
（

。
伊
東
は
両
方
の
委

員
に
選
ば
れ
、
社
殿
建
築
に
関
す
る
一
切
を
任
せ
ら
れ
た
。
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十
二
月
二
十
五
日
に
第
一
回
神
社
奉
祀
調
査
会
が
開
催
さ
れ
た
が
、

原
敬
会
長
の
挨
拶
だ
け
で
終
わ
っ
て
い
る
。
第
二
回
（
大
正
三
年
一

月
十
五
日
）
の
神
社
奉
祀
調
査
会
で
は
鎮
座
地
を
東
京
府
下
に
求
め

る
こ
と
を
決
定
、
第
三
回
（
同
年
二
月
一
日
）
は
府
下
候
補
地
の
戸

山
学
校
（
現
・
新
宿
戸
山
公
園
）、
旧
青
山
練
兵
場
（
現
・
明
治
神
宮
外
苑
）、

代
々
木
御
料
地
（
現
・
明
治
神
宮
内
苑
）
の
実
地
調
査
が
行
わ
れ
、
第

四
回
（
同
年
二
月
十
五
日
）
で
は
鎮
座
地
を
代
々
木
と
決
定
し
た
。
鎮

座
地
選
定
に
つ
い
て
も
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が
出
さ
れ
、
東
京
府
下
に

求
め
る
意
見
と
府
内
に
は
神
域
に
相
応
し
い
場
所
が
な
い
こ
と
か
ら
、

府
外
に
求
め
る
意
見
ま
で
大
い
に
論
議
さ
れ
収
拾
が
つ
か
な
い
ほ
ど

揉
め
た
よ
う
だ
が
、
結
局
、
鎮
座
地
は
東
京
府
下
の
中
で
最
も
好
適

地
の
代
々
木
と
決
定
し
た
。
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
拙
論
「
明
治
神

宮
の
鎮
座
地
選
定
に
つ
い
て
）
（（
（

」
に
詳
し
く
書
い
た
の
で
こ
こ
で
は
述

べ
な
い
。
そ
れ
以
後
の
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
実
際
の
調
査
は
特
別

委
員
会
を
設
け
て
小
人
数
で
行
わ
れ
、
以
後
大
正
三
年
十
一
月
に
い

た
る
ま
で
、
神
社
奉
祀
調
査
会
が
八
回
、
特
別
委
員
会
が
十
一
回
行

わ
れ
た
。（

1
）
第
一
回
神
社
奉
祀
調
査
会
特
別
委
員
会

　

神
宮
創
建
に
お
け
る
二
大
重
要
事
項
の
一
つ
鎮
座
地
が
決
定
を
見

る
と
、
次
は
社
殿
に
関
す
る
議
論
と
な
る
。
伊
東
の
正
式
な
参
画
は

大
正
三
年
四
月
六
日
付
を
以
っ
て
神
社
奉
祀
調
査
会
の
特
別
委
員）（（
（

と
な
っ
て
い
る
が
、
明
治
神
宮
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
阪
谷
芳
郎
の
資

料
に
は
明
治
天
皇
崩
御
直
後
間
も
な
い
、
大
正
元
年
八
月
二
十
八
日

に
行
わ
れ
た
史
蹟
名
勝
天
然
紀
念
物
保
存
協
会
の
評
議
員
会
に
お
い

て
、
既
に
明
治
天
皇
神
宮
奉
建
の
調
査
委
員
と
し
て
伊
東
以
下
十
五

名
が
選
ば
れ
て
い
る
）
（（
（

。
ま
た
伊
東
の
他
に
神
社
奉
祀
調
査
会
嘱
託
の

神社奉祀調査会特別委員会
第 1 回（大正 3 年 5 月 1 日）
第 2 回（5 月 4 日）
第 3 回（5 月 8 日）
第 4 回（5 月 15 日）
第 5 回（5 月 22 日）
第 6 回（5 月 29 日）
第 （ 回（6 月 2 日）
第 8 回（6 月 5 日）
第 9 回（6 月 12 日）
第 10 回（6 月 19 日）
第 11 回（9 月 30 日）

神社奉祀調査会
第 1 回（大正 2 年 12 月 25 日）
第 2 回（大正 3 年 1 月 15 日）
第 3 回（2 月 1 日）
第 4 回（2 月 15 日）
第 5 回（4 月 29 日）
第 6 回（（ 月 2 日）
第 （ 回（（ 月 6 日）
第 8 回（11 月 3 日）

国立公文書館蔵『公文雑纂』2 Ａ―14―纂 1333 所収
「神社奉祀調査会経過要領一・二」より引用
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牧
野
正
雄
、
安
藤
時
蔵
、
宮
地
直
一
等
に
よ
り
委
嘱
以
前
に
す
で
に

調
査
が
は
じ
め
ら
れ
て
い
た
。
伊
東
は
大
正
三
年
五
月
一
日
の
第
一

回
神
社
奉
祀
調
査
会
特
別
委
員
会
（
以
後
特
別
委
員
会
と
略
す
）
に
提

出
用
の
配
置
図
と
建
築
様
式
を
作
案
の
た
め
、
全
国
の
官
幣
大
社
の

絵
図
を
取
り
寄
せ
参
考
に
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
足
り

ず
、
時
の
神
社
局
長
で
神
社
奉
祀
調
査
会
の
幹
事
で
あ
っ
た
井
上
友

一
と
と
も
に
、
賀
茂
別
雷
神
社
、
賀
茂
御
祖
神
社
、
稲
荷
神
社
（
伏

見
稲
荷
大
社
）、
平
安
神
宮
、
香
取
神
宮
、
出
雲
大
社
、
北
野
神
社
（
北

野
天
満
宮
）、
日
枝
神
社
、
東
照
宮
、
靖
国
神
社
等
の
各
官
幣
大
社
を

神社奉祀調査会委員（○は特別委員会委員）
會　長 　原　　敬

　大隈重信

　大浦兼武

自大正２年12月20日
至同　３年４月16日
自大正３年４月16日
至同　４年１月７日
自大正４年１月７日
至同　４年４月30日

委　員 　蜂須賀茂韶

　徳川家達
　奧　保鞏
　井上良馨
　戸田氏共
　澁澤榮一
　山川健次郎
　水野錬太郎
　大岡育造

　福羽逸人

○阪谷芳郎
　奥　繁三郎
○井上友一
　大谷　靖

○三上參次

○萩野由之
○伊東忠太
○關野　貞
○荻野仲三郎
　下岡忠治

○堀田　貢

○近藤虎五郎

○市來乙彦

　川瀬善太郎

　本多靜六
　小橋一太
　久保田政周

大正２年12月22日
同　４年４月30日
同
同
同
同
同
同
同
大正２年12月22日
同　３年４月６日
大正３年４月６日
同　４年４月30日
同
同
同
大正３年４月６日
同　３年４月30日
大正３年４月６日
同　４年４月30日
同
同
同
同
大正３年４月22日
同　４年４月30日
大正３年４月30日
同　４年４月30日
大正３年５月13日
同　４年４月30日
大正３年５月29日
同　４年４月30日
大正３年６月２日
同　４年４月30日
同
同
大正３年７月10日
同　４年４月30日

被仰付
被免

被仰付
被免
被仰付
被免

被仰付
被免
被仰付
被免

被仰付
被免
被仰付
被免
被仰付
被免
被仰付
被免
被仰付
被免

被仰付
被免

･幹　事 井上友一

山田準次郎

大正２年12月22日
同　４年４月30日
大正２年４月６日
同　４年４月30日

被仰付
被免
被仰付
被免

『明治神宮造営誌』より引用

調査会事務嘱託
伊東忠太

牧野正雄
安藤時藏
宮地直一
關野正直

大貫眞浦
今井清彦
久保悳鄰
田村知興
佐野利器

黒板勝美

中川忠順
關保之助

大江新太郎

原　　熈

大正３年４月30日
同　４年４月30日
同
同
同
大正３年６月22日
同　４年４月30日
同
同
同
同
大正３年７月25日
同　４年４月30日
大正３年８月３日
同　４年４月30日
同
大正３年９月14日
　同４年４月30日
大正３年１月2（日
同　４年４月30日
大正３年６月22日
同　４年４月30日

任
免

任
免

任
免
任
免

任
免
任
免
任
免
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調
査
し
て
い
る
）
（（
（

。
特
別
委
員
会
は
五
月
一
日
の
第
一
回
か
ら
九
月
三

十
日
ま
で
十
一
回
開
催
さ
れ
て
い
る
が
、
第
一
回
か
ら
六
月
十
九
日

の
第
十
回
ま
で
は
平
均
五
日
間
お
き
の
ペ
ー
ス
で
特
別
委
員
会
が
開

か
れ
、
以
下
の
項
目
が
審
議
さ
れ
た
。

　
　

①
昭
憲
皇
太
后
合
祀
ノ
件
、

　
　

②
社
名
ニ
関
ス
ル
件
、

　
　

③
例
祭
日
ニ
関
ス
ル
件
、

　
　

④
例
祭
日
勅
使
発
遣
ニ
関
ス
ル
件
、

　
　

⑤
社
殿
竝
附
属
建
物
ノ
種
類
及
坪
数
ニ
関
ス
ル
件
、

　
　

⑥
社
殿
ノ
様
式
及
材
料
ニ
関
ス
ル
件
、

　
　

⑦
神
座
ノ
裝
飾
ニ
関
ス
ル
件
、

　
　

⑧
殿
内
奉
安
神
寶
ニ
関
ス
ル
件
、

　
　

⑨
殿
舎
裝
飾
ニ
関
ス
ル
件
、

　
　

⑩
境
内
及
参
道
ニ
関
ス
ル
件
、

　
　

⑪
境
内
保
護
取
締
ニ
関
ス
ル
件
、

　
　

⑫
境
外
道
路
ニ
関
ス
ル
件
、

　
　

⑬
神
寶
殿
ニ
関
ス
ル
件
、

　
　

⑭･

青
山
舊
練
兵
場
跡
附
属
外
苑
設
備
ニ
関
ス
ル
件
、

　
　

⑮
経
費
取
扱
ニ
関
ス
ル
件
、

　
　

⑯･

昭
憲
皇
太
后
合
祀
ニ
伴
フ
社
名
竝
例
祭
日
ニ
関
ス
ル
件
、

　
　

⑰
明
治
神
宮
御
造
營
諸
費
予
算
ニ
関
ス
ル
件
、

　
　

⑱
神
寶
殿
ヲ
寶
物
殿
ト
改
稱
ニ
関
ス
ル
件

　
　
　

･（
①
～
⑮
国
立
公
文
書
館
蔵
『
公
文
雑
纂
』
2
Ａ―

１
４―

纂
１
３

３
３
所
収
、『
神
社
奉
祀
調
査
会
経
過
要
領
一
』
四
～
五
頁
。
⑯
～

⑱
『
神
社
奉
祀
調
査
会
経
過
要
領
二
』
一
頁
。）

　

こ
れ
ら
の
中
で
伊
東
は
⑤
社
殿
竝
附
属
建
物
ノ
種
類
及
坪
数
ニ
関

ス
ル
件
⑥
社
殿
ノ
様
式
及
材
料
ニ
関
ス
ル
件
⑦
神
座
ノ
裝
飾
ニ
関
ス

ル
件
⑧
殿
内
奉
安
神
寶
ニ
関
ス
ル
件
⑨
殿
舎
裝
飾
ニ
関
ス
ル
件
⑩
境

内
及
参
道
ニ
関
ス
ル
件
⑬
神
寶
殿
ニ
関
ス
ル
件
⑱
神
寶
殿
ヲ
寶
物
殿

ト
改
稱
ニ
関
ス
ル
件
、
の
社
殿
だ
け
で
は
な
く
境
内
及
び
参
道
等
の

配
置
を
も
含
む
社
殿
建
築
に
関
す
る
一
切
を
任
せ
ら
れ
て
い
る
。

　

第
一
回
特
別
委
員
会
で
は
、
阪
谷
芳
郎
委
員
長
を
は
じ
め
井
上
友

一
・
萩
野
由
之
・
三
上
参
次
・
伊
東
忠
太
・
関
野
貞
・
荻
野
仲
三
郎

各
委
員
と
幹
事
の
山
田
準
次
郎
（
内
務
省
参
事
官
）、
そ
れ
に
神
社
奉

祀
調
査
会
嘱
託
の
牧
野
正
雄
（
後
の
造
神
宮
主
事
）・
安
藤
時
蔵
・
宮

地
直
一
の
十
一
名
）
（（
（

が
出
席
し
て
い
る
。
こ
の
第
一
回
特
別
委
員
会
で

審
議
さ
れ
た
の
は
、「
昭
憲
皇
太
后
合
祀
ノ
件
」、「
社
名
ニ
関
ス
ル

件
」、「
社
殿
・
境
内
・
参
道
及
ビ
境
外
道
路
ノ
施
設
ニ
関
ス
ル
件
）
（（
（

」

が
出
さ
れ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
審
議
に
つ
い
て
見
て
い
く
と
、
は
じ
め

に
「
昭
憲
皇
太
后
合
祀
ノ
件
」
で
は
、
こ
の
年
（
大
正
三
年
）
四
月

十
一
日
に
昭
憲
皇
太
后
崩
御
の
た
め
急
遽
審
議
さ
れ
た
。
昭
憲
皇
太

后
を
合
祀
に
す
る
の
か
ま
た
配
祀
に
す
る
の
か
が
阪
谷
委
員
長
よ
り

提
議
さ
れ
て
い
る
が
、
井
上
委
員
よ
り
荻
野
委
員
・
宮
地
嘱
託
が
考

証
調
査
中
で
あ
る
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。
次
に
「
社
名
ニ
関
ス
ル
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件
」
は
、
は
じ
め
に
山
田
幹
事
が
素
案
原
稿
を
朗
読
の
後
審
議
に
入

り
、
本
来
社
号
は
鎮
座
地
の
地
名
に
よ
る
か
、
あ
る
い
は
地
名
と
祭

神
名
を
併
称
す
る
か
、
ま
た
祭
神
の
顕
徳
を
奉
唱
す
る
佳
名
に
よ
る

か
様
々
で
一
定
の
も
の
は
な
く
、
よ
っ
て
橿
原
神
宮
・
宮
崎
神
宮
な

ど
鎮
座
の
地
名
に
よ
る
も
の
が
普
通
で
あ
る
が
、そ
う
す
る
と「
代
々

木
神
宮
」
と
な
り
代
々
木
の
地
名
は
時
代
的
に
見
て
古
く
由
緒
の
あ

る
も
の
で
は
な
く
、ま
た
鎮
座
地
名
を
採
用
せ
ず
「
橿
原
神
宮
」「
平

安
神
宮
」
の
例
に
倣
い
宮
城
所
在
の
名
称
を
採
用
す
る
と
「
東
京
神

宮
」「
千
代
田
神
宮
」
と
な
る
が
「
東
京
神
宮
」
で
は
雅
馴
の
嫌
い

が
あ
り
、「
千
代
田
神
宮
」
は
歴
史
的
に
見
る
と
江
戸
城
の
雅
名
と

し
て
一
部
文
人
の
間
に
用
い
ら
れ
た
だ
け
に
過
ぎ
ず
適
当
と
は
い
え

な
い
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
す
で
に
一
般
に
流
布
し
て
い
る
「
明
治

神
宮
」
の
称
は
、
建
議
並
び
に
請
願
書
等
に
多
く
用
い
ら
れ
、
す
で

に
慣
用
と
な
っ
て
お
り
天
皇
奉
祀
の
神
社
に
は
祭
神
名
に
よ
る
社
号

の
例
は
な
い
が
、
伊
弉
諾
神
社
や
天
穂
日
命
神
社
の
よ
う
な
事
例
も

あ
る
の
で
問
題
は
一
切
な
く
、
む
し
ろ
他
の
社
号
を
選
定
す
る
こ
と

は
か
え
っ
て
審
議
を
煩
わ
し
く
し
、
し
か
も
大
半
を
納
得
さ
せ
る
よ

う
な
社
号
は
「
明
治
神
宮
」
以
外
に
は
見
つ
け
ら
れ
な
い
と
し
て
い

る
。
こ
の
社
号
に
つ
い
て
伊
東
は
担
当
で
は
な
い
が
実
に
ユ
ニ
ー
ク

な
意
見
を
出
し
て
い
る
。
明
治
天
皇
の
御
遺
徳
を
敬
仰
す
る
意
味
で

「
泰や

ま

東と

神
宮
」「
大お
お

日や
ま

本と

神
宮
）
（（
（

」
の
社
号
を
提
案
し
て
い
る
。
結
局
、

社
号
に
関
し
て
は
概
ね
明
治
神
宮
の
社
号
に
決
め
、
そ
の
理
由
を
三

上
委
員
に
草
稿
願
う
こ
と
と
し
て
い
る
）
（（
（

。

（
2
）
伊
東
の
社
殿
構
想
案

　

社
名
の
審
議
を
終
了
す
る
と
次
に
社
殿
に
関
す
る
審
議
と
な
り
い

よ
い
よ
伊
東
の
出
番
と
な
る
。
初
め
に
山
田
幹
事
が
伊
東
の
作
成
し

た
「
社
殿
境
内
及
参
道
ノ
施
設
一
案
）
（（
（

」
資
料
を
朗
読
し
、
そ
の
後
伊

東
が
以
下
の
資
料
の
説
明
を
行
っ
て
い
る
。

　
　
　
　

社
殿
竝
附
属
建
物
ニ
関
ス
ル
件

　
　

･　

明
治
天
皇
奉
祀
神
宮
ノ
社
殿
竝
附
属
建
物
ノ
種
類
ヲ
大
要
左

記
ノ
如
ク
、
且
社
殿
ハ
本
殿
ノ
大
サ
ヲ
約
二
十
坪
乃
至
三
十
坪

ト
シ
外
玉
垣
内
総
坪
数
大
凡
二
千
坪
内
外
、
外
玉
垣
内
建
設
総

坪
数
大
凡
五
百
坪
内
外
ト
決
定
セ
ラ
ル
ヽ
ヲ
以
テ
最
モ
適
当
ナ

リ
ト
認
ム

　
　

･

⑴
本
殿･

⑵
祝
詞
舎･

⑶
中
門･

⑷
拝
殿･

⑸
廻
廊

　
　

･

⑹
神
饌
殿･

⑺
舞
殿･

⑻
直
會
殿･

⑼
細
殿･

⑽
宿
衞
屋

　
　

･

⑾
祓
舎･

⑿
手
水
舎･

⒀
内
外
玉
垣･

⒁
東
神
門･

⒂
西
神
門･

⒃
鳥
居･

⒄
神
庫･

⒅
参
集
所･

⒆
社
務
所･

⒇
祭
器
庫･

（（（）
制
札
場･

（22）
車
馬
舎･

（23）
社
号
標）（（
（

　

伊
東
は
先
ず
初
め
に
本
殿
の
大
き
さ
を
二
十
坪
乃
至
三
十
坪
、
外

玉
垣
内
の
総
坪
数
を
大
凡
二
千
坪
、
外
玉
垣
内
の
建
物
総
坪
数
を
大

凡
五
百
坪
と
し
、
次
に
本
殿
以
下
の
各
施
設
を
列
挙
し
て
い
る
が
、

こ
れ
ら
の
付
属
建
物
は
伊
東
が
流
造

8

8

を
念
頭
に
置
い
て
い
る
為
、
流
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造
の
最
も
代
表
的
な
賀
茂
別
雷
神
社
・
賀
茂
御
祖
神
社
を
参
考
に
し

た
模
様
で
付
属
建
物
の
種
類
は
両
社
に
か
な
り
類
似
し
て
い
る
。

　

こ
の
社
殿
の
建
物
と
そ
の
配
置
案
は
実
際
に
造
営
さ
れ
た
社
殿
と

比
較
す
る
と
、
本
殿
三
十
坪
、
外
玉
垣
内
の
総
坪
数
約
二
千
坪
、
外

玉
垣
内
建
物
総
坪
数
は
約
六
百
坪
で
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
各
付
属

の
建
物
は
実
際
に
造
営
さ
れ
た
楼
門
（
南
神
門
）
と
便
殿
が
案
に
は

な
く
、
鳥
居
は
回
廊
に
二
基
、
表
参
道
の
入
り
口
に
一
基
の
合
計
三

基
）
（（
（

と
実
際
の
八
基
よ
り
か
な
り
少
な
い
。
ま
た
⑺
舞
殿
や
⑻
細
殿

（22）

車
馬
舎

（23）
社
号
標
等
は
造
ら
れ
な
か
っ
た
。
な
お
⑼
細
殿
は
後
に
着

到
殿
と
改
称
さ
れ
て
い
る
。
因
み
に
細
殿
・
着
到
殿
と
は
天
皇
が
行

幸
の
最
初
の
御
着
に
な
る
施
設
で
あ
り
、着
到
殿
は
春
日
大
社
の「
著

到
殿
）
（（
（

」
に
倣
っ
て
採
用
し
て
い
る
。
伊
東
は
こ
れ
ら
の
附
属
建
物
に

つ
い
て
は
神
社
に
と
っ
て
必
要
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
だ
け
を
選
択

し
た
の
で
、
殿
舎
の
種
類
の
多
い
金
刀
比
羅
宮
、
日
光
東
照
宮
に
比

べ
れ
ば
、
種
目
は
比
較
的
多
く
な
い
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
当
時
作

成
さ
れ
た
「
明
治
神
宮
境
内
建
物
配
置
予
定
図
」（
図
①
）
を
見
る
と
、

社
殿
全
体
の
配
置
が
実
際
に
造
ら
れ
た
位
置
よ
り
も
百
メ
ー
ト
ル
ほ

ど
南
に
下
が
っ
て
い
る
。
理
由
は
西
門
に
あ
る
御
苑
内
の
湧
水
井
戸

「
清き

よ

正ま
さ

の
井い

」
を
自
然
の
御み
た
ら
し

手
洗
に
す
る
予
定
だ
っ
た
）
（（
（

。
ま
た
直
角

に
右
折
し
て
社
殿
の
南
側
よ
り
入
っ
て
来
る
参
道
が
、
Ｓ
字
形
の
曲

線
を
描
い
て
社
殿
の
東
側
に
進
み
第
一
神
門
は
東
か
ら
入
り
拝
殿
に

達
す
る
案
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
参
道
は
代
々
木
参
道
入
口
を
表

参
道
と
し
、
現
在
表
参
道
と
な
っ
て
い
る
原
宿
口
が
裏
参
道
と
し
て

い
る
）
（（
（

。

　

そ
の
他
に
「
社
殿
以
下
建
物
配
置
予
定
図
」（
図
③
）
を
見
る
と

拝
殿
と
廻
廊
を
複
廊
で
つ
な
げ
る
配
置
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
に

つ
い
て
伊
東
は
「
拝
殿
復
廊
の
制
は
寧
ろ
大
内
裏
宮
室
の
俤
を
偲
ば

し
む
る
）
（（
（

」
と
し
て
い
る
の
で
、
京
都
御
所
の
様
式
を
参
考
に
し
た
こ

と
が
解
る
。
そ
し
て
中
門
か
ら
本
殿
に
い
た
る
配
置
は
「
最
も
普
通

な
る
制
度
に
據
る
も
の
）
（（
（

」
で
、
こ
れ
は
明
治
二
十
二
年
に
制
定
の
官

国
幣
社
制
限
図
を
そ
の
ま
ま
採
用
し
て
い
る
）
（（
（

。

　

次
に
社
殿
の
材
料
と
様
式
に
つ
い
て
以
下
の
も
の
を
提
案
し
て
い

る
。

　
　
　
　
　
　

社
殿
ノ
材
料
及
様
式
ニ
関
ス
ル
件

　
　

･　

明
治
天
皇
奉
祀
神
宮
社
殿
ノ
様
式
ヲ
流
造
ト
シ
、
材
料
ハ
素

木
造
銅
板
葺
ニ
御
治
定
ヲ
仰
ク
ヲ
以
テ
最
モ
適
当
ナ
リ
ト
認
ム

　
　

･

謹
ミ
テ
按
ス
ル
ニ
、
明
治
天
皇
奉
祀
神
宮
社
殿
ノ
様
式
ニ
付
テ

ハ
、
古
来
ノ
歴
史
的
様
式
ニ
據
ル
ヘ
キ
ヤ
、
又
別
ニ
新
様
式
ヲ

創
造
ス
ヘ
キ
ヤ
ヲ
考
覈
ス
ル
ニ
、
新
様
式
ヲ
創
造
ス
ル
コ
ト
理

ニ
於
テ
不
可
ナ
キ
ニ
似
タ
ル
モ
、
実
際
上
非
常
ノ
困
難
ア
ル
ヲ

以
テ
寧
ロ
古
来
ノ
様
式
ニ
據
ル
ヲ
萬
全
ナ
リ
ト
ス
。
而
シ
テ
古

来
ノ
神
社
建
築
ハ
、
最
古
ノ
大
社
造
ヨ
リ
近
代
ノ
権
現
造
ニ
至

ル
マ
テ
幾
多
ノ
様
式
ア
レ
ト
モ
、
多
ク
ハ
一
地
方
又
ハ
特
種
ノ

神
社
ニ
限
リ
テ
用
ヰ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
其
ノ
一
般
ニ
用
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ヰ
ラ
レ
タ
ル
ハ
上
代
ニ
テ
ハ
神
明
造
、
中
古
ニ
在
テ
ハ
流
造
、

近
世
ニ
於
テ
ハ
権
現
造
ナ
リ
、
然
レ
ハ
明
治
天
皇
奉
祀
神
宮
社

殿
ノ
建
築
モ
コ
ノ
三
種
ノ
様
式
ノ
孰
レ
ニ
カ
據
ル
ヲ
妥
当
ナ
リ

ト
ス
。
然
ル
ニ
権
現
造
ハ
元
来
神
仏
混
淆
ノ
様
式
ナ
レ
ハ
之
ニ

據
ル
ハ
適
当
ニ
ア
ラ
ス
、
又
神
明
造
ハ
形
式
余
リ
ニ
簡マ

マ

古
ニ
過

キ
、
且
其
ノ
社
殿
ハ
嵡
欝
タ
ル
老
樹
ノ
間
ニ
配
置
セ
ラ
ル
ヽ
ニ

非
ラ
サ
レ
ハ
、
其
ノ
価
値
ヲ
生
セ
サ
ル
ヲ
以
テ
今
亦
之
ニ
據
リ

難
シ
、
独
リ
流
造
ハ
平
安
朝
以
来
今
日
ニ
至
ル
迠
全
国
一
般
ニ

行
ハ
レ
タ
ル
最
普
通
ノ
様
式
ニ
シ
テ
、
単
調
ニ
失
セ
ス
蕪
雜
ニ

流
レ
ス
典
雅
ニ
シ
テ
荘
重
優
麗
ニ
シ
テ
端
厳
、
蓋
シ
神
社
建
築

中
最
体
裁
ヲ
得
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
試
ニ
官
国
幣
社
ニ
就
テ
之
ヲ

見
レ
ハ
其
社
殿
ノ
流
造
ナ
ル
モ
ノ
過
半
数
ニ
及
ヘ
リ
、
明
治
二

十
二
年
ノ
制
定
ニ
係
ル
官
国
幣
社
制
限
図
ニ
於
テ
モ
亦
流
造
ヲ

撰
定
セ
シ
ハ
偶
然
ニ
ア
ラ
ス
、
畢
竟
流
造
ハ
国
民
一
般
ノ
趣
味

ニ
適
合
シ
社
殿
ト
シ
テ
最
相
応
ハ
シ
ク
感
セ
シ
ム
ル
ニ
因
ル
ヲ

以
テ
流
造
ヲ
措
テ
他
ニ
之
ヲ
求
ム
ヘ
カ
ラ
ス
。
加
之
明
治
大
正

ノ
新
手
法
加
味
ノ
点
ヨ
リ
観
ル
モ
神
明
造
ニ
在
リ
テ
ハ
殆
ト
全

ク
不
可
能
ナ
ル
モ
流
造
ニ
在
リ
テ
ハ
反
テ
豊
富
ナ
ル
余
地
ノ
存

ス
ル
ア
リ
、
是
レ
流
造
ヲ
採
用
セ
ン
ト
ス
ル
所
以
ナ
リ
。
社
殿

ノ
材
料
ハ
、
右
ノ
流
式
ト
調
和
セ
シ
メ
ン
カ
為
メ
ニ
檜
素
木
造

ト
シ
、
屋
根
ハ
防
火
ノ
為
メ
ニ
銅
板
葺
ト
ナ
ス
モ
社
殿
ト
ノ
不

調
和
ヲ
避
ケ
ン
カ
為
メ
ニ
之
ヲ
銅
板
葺
ト
檜
皮
葺
式
ノ
体
裁
ニ

ナ
サ
ン
ト
ス
、
而
シ
テ
各
材
料
ハ
総
テ
帝
国
産
ノ
モ
ノ
ニ
限
ル

モ
附
属
建
物
ニ
至
リ
テ
ハ
博
ク
新
領
土
ノ
所
産
ヲ
モ
併
セ
用
ヰ

ン
ト
ス）（（
（

　

伊
東
は
こ
こ
で
社
殿
様
式
を
流
造
と
し
、
材
料
は
桧
材
で
屋
根
は

銅
板
葺
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
社
殿
様
式
に
新
様
式
を
創
造
す
る
こ

と
は
理
に
於
い
て
は
不
可
で
は
な
い
が
、
実
際
に
創
造
す
る
と
な
る

と
非
常
に
困
難
で
あ
り
、
寧
ろ
従
来
の
様
式
に
依
拠
す
る
こ
と
が
万

全
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
時
代
的
に
大
社
造
、
神
明
造
、
流
造
、
権

現
造
と
な
る
が
、
大
社
造
は
一
地
方
の
特
殊
な
神
社
に
限
ら
れ
て
用

い
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
一
般
に
用
い
ら
れ
た
様
式
は
古
代
が
神
明

造
、
中
世
が
流
造
、
近
世
は
権
現
造
と
な
り
、
こ
の
三
様
式
か
ら
選

ぶ
と
権
現
造
は
神
仏
混
淆
の
様
式
で
あ
り
、
ま
た
神
明
造
は
余
り
に

も
閑
古
に
し
て
、
し
か
も
元
来
鬱
蒼
と
し
た
老
樹
に
囲
ま
れ
た
杜も

り

に

相
応
し
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
比
べ
流
造
は
平
安
朝
以
降
今
日
に
至

る
ま
で
一
般
に
用
い
ら
れ
た
様
式
で
あ
り
、
単
調
に
な
ら
ず
蕪
雑
に

流
れ
ず
優
麗
で
あ
り
、
し
か
も
現
在
の
官
国
幣
社
を
見
る
と
流
造
が

過
半
数
に
及
び
、
明
治
二
十
二
年
に
制
定
さ
れ
た
官
国
幣
社
制
限
図

が
流
造
を
採
用
し
た
の
は
偶
然
で
は
な
く
、
ま
た
明
治
大
正
に
新
手

法
を
加
え
る
な
ら
、
神
明
造
で
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
だ
が
流
造
な
ら

か
え
っ
て
豊
富
な
余
地
が
あ
り
、
よ
っ
て
流
造
を
採
用
し
た
理
由
で

あ
る
と
し
て
い
る
。
伊
東
は
そ
の
後
に
、
天
皇
奉
祀
神
社
の
実
例
を

挙
げ
、
橿
原
神
宮
・
水
無
瀬
宮
は
入
母
屋
造
、
宇
佐
神
宮
・
男
山
八
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図①「明治神宮境内建物配置予定図」第 8 回神社奉祀調査会（大正 3 年 11 月 3 日）以降の
作成図（明治神宮蔵、阪谷芳郎資料『明治神宮関係書類八部ノ内第八部（二）』所収）
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図② 完成図　『明治神宮造営誌』所収
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図③「社殿以下建物配置豫想図」第 8 回神社奉祀調査会（大正 3 年 11 月 3 日）以降の作成図
（『明治神宮関係書類八部ノ内第八部（二）』所収）
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図④ 完成図（『明治神宮造営誌』所収）
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幡
宮
は
八
幡
造
で
あ
り
、
吉
野
宮
・
赤
間
宮
・
白
峯
宮
の
本
殿
は
流

造
で
拝
殿
は
入
母
屋
造
、
平
安
神
宮
の
本
殿
は
流
造
で
応
天
門
・
大

極
殿
な
ど
は
大
内
裏
の
八
省
院
を
模
倣
し
た
も
の
で
あ
り
、
以
上
の

実
例
か
ら
「
質
實
崇
厳
ニ
シ
テ
而
モ
優
麗
典
雅
ナ
ル
流
造
）
（（
（

」
を
以
っ

て
最
適
当
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
伊
東
の
社
殿
様
式
と
材
料

に
つ
い
て
は
、
崩
御
直
後
の
新
様
式
・
新
素
材
の
発
想
は
全
く
な

く
、
伝
統
的
な
社
殿
様
式
の
提
案
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
、
こ
の
社
殿
の
様
式
と
配
置
・
規
模
に
つ
い
て
は
、
各
委
員
か
ら

か
な
り
の
批
判
的
な
意
見
が
出
て
い
る
。
は
じ
め
に
三
上
委
員
か
ら
、

こ
の
案
だ
と
ど
こ
に
も
あ
る
よ
う
な
神
社
で
あ
り
、
明
治
天
皇
の
鴻

業
の
大
な
る
を
表
現
す
る
に
は
物
足
り
な
い
、
古
式
に
則
っ
た
様
式

で
は
大
変
革
の
あ
っ
た
明
治
の
御
代
を
特
徴
つ
け
る
よ
う
な
印
象
が

足
り
な
い
、
そ
れ
以
上
「
サ
ム
シ
ン
グ
）
（（
（

」
が
ほ
し
い
と
、
い
わ
ゆ
る

明
治
式
な
る
も
の
を
求
め
る
の
で
あ
る
。
ま
た
阪
谷
委
員
長
か
ら
も

「
会
長
の
大
隈（
重筆
者
註信
）
サ
ン
ガ
明
治
式
ノ
事
ニ
就
テ
言
ハ
レ
タ
ノ
デ
」

あ
る
か
ら
「
今
日
ノ
所
謂
明
治
式
ヲ
加
味
ス
ル
ガ
宜
シ
ノ
デ
ハ
ナ
イ

カ
）
（（
（

」
と
意
見
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
特
別
委
員
か
ら
何
か
新

し
い
も
の
、
明
治
式
な
る
も
の
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
、
伊
東
が
進
歩
的
発
想
か
ら
保
守
論
に
転
移
し
た
の
は
、

「
委
員
と
し
て
参
画
し
た
神
社
奉
祀
調
査
会
の
審
議
の
過
程
で
国
家

神
道
思
想
を
背
景
に
し
た
復
古
的
発
想
に
覆
わ
れ
て
い
っ
た
）
（（
（

」
と
す

る
説
が
従
来
主
流
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
大
正
三
年
五
月
一
日
に
行
わ

れ
た
第
一
回
特
別
委
員
会
の
時
に
は
す
で
に
伊
東
は
材
料
及
び
社
殿

に
つ
い
て
は
伝
統
様
式
を
主
張
し
て
、
し
か
も
他
の
特
別
委
員
が
何

か
新
し
い
も
の
、
明
治
の
新
様
式
と
提
唱
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
従

来
の
説
と
ま
っ
た
く
逆
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

　

さ
て
、
こ
れ
ら
委
員
の
意
見
に
対
し
伊
東
は
社
殿
様
式
を
形
成
す

る
根
本
は
「
祭
祀
ノ
儀
式
ノ
方
法
カ
ラ
来
ル
）
（（
（

」
の
で
あ
り
、
祭
祀
の

方
法
が
ま
っ
た
く
違
っ
た
明
治
・
大
正
式
を
作
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が

可
能
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
荻
野
委
員
も
伊
東

の
立
場
に
同
意
し
、
崩
御
当
時
は
明
治
形
式
を
主
張
し
た
関
野
委
員

も
こ
の
会
議
で
は
「
根
本
問
題
ト
シ
テ
、
祭
式
ノ
方
ヲ
先
ニ
極マ

マ

メ
テ

戴
カ
ナ
イ
ト
、
極マ

マ

メ
ヤ
ウ
ガ
ナ
イ
）
（（
（

」
と
し
て
伊
東
に
賛
同
す
る
の
で

あ
る
。
結
局
伊
東
の
主
張
し
た
流
造
、
桧
素
木
造
が
通
り
、
そ
の
後

七
月
二
日
に
行
わ
れ
た
第
六
回
神
社
奉
祀
調
査
会
で
も
「
社
殿
ノ
様

式
及
材
料
ニ
関
ス
ル
件
決
定
）
（（
（

」
の
中
で
流
造
・
素
木
造
と
決
定
し
、

そ
の
理
由
を
前
述
の
ご
と
く
委
員
に
説
明
し
て
い
る
。
そ
れ
に
引
き

続
き
関
野
は
十
一
月
三
日
に
行
わ
れ
た
第
八
回
神
社
奉
祀
調
査
会
の

参
考
資
料
と
し
て
「
神
宮
社
殿
ノ
様
式
ハ
古
来
ノ
様
式
ニ
據
ル
ヲ
以

テ
妥
当
ト
ス
ル
ニ
付
テ
ノ
意
見
）
（（
（

」
と
し
て
、
大
正
三
年
五
月
一
日
付

を
も
っ
て
明
治
天
皇
奉
祀
神
宮
の
御
社
格
が
官
幣
大
社
に
御
治
定
さ

れ
た
の
だ
か
ら
、
祭
式
の
次
第
は
大
正
三
年
三
月
発
布
の
官
国
幣
社

祭
式
に
準
拠
す
べ
き
で
あ
り
、
よ
っ
て
社
殿
の
様
式
は
こ
れ
に
調
和
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す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
古
来
の
様
式
に
準
拠
す

る
方
が
寧
ろ
手
法
装
飾
に
お
い
て
「
明
治
大
正
ノ
新
趣
味
ヲ
加
味
ス

ル
）
（（
（

」
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
の
説
明
を
加
え
て
い
る
。

四
、
明
治
神
宮
造
営
過
程

　

伊
東
は
こ
の
神
社
奉
祀
調
査
会
・
同
特
別
委
員
会
で
、
社
殿
様
式
・

配
置
等
に
つ
い
て
相
当
苦
労
し
、
推
敲
に
推
敲
を
重
ね
て
六
回
も
計

画
を
書
き
直
し
て
い
る
）
（（
（

。
と
こ
ろ
が
大
正
四
年
四
月
三
十
日
に
明
治

神
宮
造
営
局
官
制
が
公
布
さ
れ
、
造
営
局
に
評
議
委
員
会
が
設
置
さ

れ
る
と
、
神
社
奉
祀
調
査
会
・
同
特
別
委
員
会
に
て
基
本
方
針
が
決

ま
っ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
評
議
委
員
に
は
各
界
の
重
鎮
が
名
を
列
ね

て
い
た
の
で
様
々
な
意
見
が
出
た
ら
し
く
、「
随
分
船
頭
が
多
か
つ

た
の
で
、
爾
来
屡
々
船
が
山
に
登
ら
ん
と
欲
し
た
）
（（
（

」
と
皮
肉
を
こ
め

て
回
想
し
、
ま
た
「
自
分
の
考
案
が
改
竄
さ
れ
否
認
さ
れ
た
場
合
も

多
少
あ
る
）
（（
（

」
と
、
伊
東
自
信
不
本
意
な
処
も
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

し
か
し「
今
日
に
於
い
て
は
其
の
責
は
全
部
自
分
が
負
ふ
）
（（
（

」の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
神
社
奉
祀
調
査
会
・
同
特
別
委
員
会
に
て
流
造
と
決
定
し

た
に
も
拘
ら
ず
、
こ
の
評
議
委
員
会
で
も
ま
た
明
治
式
が
提
唱
さ
れ
、

評
議
委
員
か
ら
「
明
治
天
皇
を
お
祀
り
す
る
社
殿
は
明
治
式
で
あ
る

こ
と
が
、
道
理
上
当
然
で
は
な
い
か
。
お
ま
え
の
言
ふ
事
と
や
る
こ

と
ゝ
は
矛
盾
し
て
い
る
）
（（
（

」
と
の
詰
問
に
対
し
、伊
東
は
こ
こ
で
も
「
神

社
建
築
と
云
ふ
も
の
は
、
理
窟
許
り
で
行
く
建
築
で
は
な
い
。
理
の

建
築
で
も
あ
る
が
、
寧
ろ
信
仰
の
建
築
で
あ
る
。
言
ひ
換
へ
れ
ば
霊

の
建
築
で
あ
つ
て
、
肉
の
建
築
で
は
な
い
）
（（
（

」
と
反
駁
し
て
自
分
の
主

張
を
貫
き
通
し
て
い
る
。

　

で
は
、
伊
東
の
考
案
し
た
構
想
が
、
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
っ

た
か
見
て
い
き
た
い
。
は
じ
め
に
本
殿
で
は
伊
東
は
三
間
社
の
流
造

を
提
案
し
て
い
る
が
、
関
野
・
井
上
両
委
員
か
ら
は
壮
大
な
も
の
が

宜
し
か
ろ
う
と
い
う
事
で
五
間
社
の
意
見
が
出
た
が
、
結
局
伊
東
の

提
案
し
た
三
間
社
と
な
っ
た
。
伊
東
は
社
殿
の
規
模
は
「
漫
然
見
計

ひ
で
決
定
）
（（
（

」
し
た
の
で
は
無
く
御
神
座
の
大
き
さ
を
実
際
の
必
要
か

ら
割
り
出
し
た
も
の
で
、
窮
屈
に
な
ら
な
い
程
度
の
サ
イ
ズ
を
規
定

し
た
の
で
あ
り
、
ま
た
拝
殿
等
の
建
物
は
「
祭
典
及
び
参
拝
の
利
便

に
重
き
）
（（
（

」
を
置
い
て
そ
の
大
き
さ
に
決
め
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

そ
の
他
に
、
本
殿
で
は
屋
根
に
関
野
委
員
の
発
案
に
よ
り
千
木
・
鰹

木
を
設
け
た
）
（（
（

他
、
屋
根
を
銅
板
葺
に
す
る
案
は
「
大
に
議
論
）
（（
（

」
が

あ
っ
た
が
結
局
、
こ
れ
も
関
野
委
員
の
意
見
に
よ
り
す
べ
て
桧
皮
葺

と
な
っ
て
い
る
）
（（
（

。
社
殿
の
基
礎
工
事
に
つ
い
て
は
、
工
学
博
士
の
佐

野
利
器
が
担
当
し
、
本
殿
・
祝
詞
舎
・
中
門
に
「
土
中
積
煉
瓦
の
上

端
に
鐵
筋
混
凝
土
梁
）
（（
（

」
を
施
し
て
い
る
。
こ
れ
は
藤
岡
洋
保
が
指
摘

す
る
よ
う
に
、
石
の
基
壇
に
神
社
の
建
物
を
載
せ
る
構
造
は
、
今
ま

で
の
神
社
建
築
に
は
な
く
実
に
画
期
的
な
方
法
で
あ
っ
た
）
（（
（

。
そ
し
て

本
殿
以
下
の
建
物
の
高
さ
、
柱
の
大
き
さ
、
軒
の
反
り
、
屋
根
の
勾

配
、
破
風
の
曲
線
等
の
細
部
の
設
計
は
技
師
の
安
藤
時
蔵
が
担
当
し
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評議委員会　会長 　

　西久保弘道
　
　湯浅倉平

　藤澤幾之輔

○井上友一

　有松英義

　岡田文次

　永田秀次郎

　西野元
○水野錬太郎

　杉山四五郎

　添田敬一郎

○堀田　貢
　田尻稲次郎

　岡　善七郎

　原田貞介
　横田千之助

　川村竹治

　鶴見左吉雄

　潮　惠之輔
　阿部　　浩

　中井勵作
　宇佐美勝夫
　關屋貞三郎
　湯地幸平

　後藤新平
　塚本晴治
　馬場鍈一
　長谷川久一
　後藤文夫
　赤池　　濃
　横山助成

大年４年９月７日被仰付
同　５年10月25日被免
大年４年９月７日被仰付
同　５年１月25日被免
大年４年９月７日被仰付
同　５年10月25日被免
大正５年７月1（日被仰付
同　８年６月12日薨去
大正５年10月25日被仰付
同　７年10月23日被免
大正５年10月25日被仰付
同　７年10月23日被免
大正５年10月25日被仰付
同　７年10月23日被免
大正６年１月10日被仰付
大正６年１月２日被仰付　
同　７年４月23日被免
大正６年12月2（日被仰付
同　８年５月23日被免
大正６年12月2（日被仰付
同　10年８月25日被免
大正７年５月４日被仰付
大正７年５月11日被仰付
同　10年８月25日被免
大正７年10月２３日被仰付
同　11年７月４日被免
大正７年10月23日被仰付
大正７年10月23日被仰付
同　11年７月４日被免
大正７年10月23日被仰付
同　10年７月2（日被免
大正８年５月23日被仰付
同　９年７月16日被免
大正８年５月23日被仰付
大正８年12月12日被仰付
同　10年７月2（日被免
大正９年７月15日被仰付
大正10年７月2（日被仰付
大正10年７月23日被仰付
大正10年７月23日被仰付
同　11年７月４日罷免
大正10年８月30日被仰付
同
大正11年７月４日被仰付
同
同
大正11年11月19日被仰付
同

○大浦兼武

○大隈重信

　一木喜徳郎

　後藤新平

　水野錬太郎

　床次竹二郎

　水野錬太郎

自大正４年５月１日
至同　４年７月30日
自大正４年７月30日
至同　４年８月10日
自大正４年８月10日
至同　５年10月９日
自大正５年10月９日
至同　７年４月23日
自大正７年４月23日
至同　７年９月29日
自大正７年９月29日
至同　11年６月12日
自大正11年６月12日
至　　　現在

評議委員
○澁澤榮一
○沖野忠雄

○阪谷芳郎
　馬場三郎

　河村金五郎

　南部光臣
○三上參次
○市來乙彦

○小橋一太

　岡本英太郎

　安河内麻吉

○萩野由之
　高橋作衛

○久保田政周

　下岡忠治

　渡邊勝三郎
　
　伊澤多喜男

　中川　　望

○關野　　貞
　中野武営

　奥田義人

　塚本　　靖

　鳥居鍗次郎

　石原健三

大正４年５月19日被仰付
大正４年５月19日被仰付
同　７年10月23日被免
大正４年５月19日被仰付
大正４年５月19日被仰付
同　９年３月５日薨去
大正４年５月19日被仰付
同　４年９月７日被免
大正４年５月19日被仰付
大正４年５月19日被仰付
大正４年５月19日被仰付
同　６年１月10日被免
大正４年５月19日被仰付
同１１年７月４日被免
大正４年５月19日被仰付
同　８年５月23日被免
大正４年５月19日被仰付
同　４年９月７日被免
大正４年５月19日被仰付
大正４年５月19日被仰付
同　５年10月25日被免
大正４年５月19日被仰付
同　６年１月11日被免
大年４年５月19日被仰付
同　４年９月７日被免
大年４年５月19日被仰付
同　６年12月2（日被免
大年４年５月19日被仰付
同　４年９月７日被免
大年４年５月19日被仰付
同　６年12月2（日被免
大年４年５月19日被仰付
大年４年５月19日被仰付
同　７年10月８日卒去
大年４年６月28日被仰付
同　６年８月８日薨去
大正４年７月1（日被仰付
同　４年10月８日被免
大年４年７月１７日被仰付
同　５年10月25日被免
大年４年９月７日被仰付
同　10年８月25日被免

幹　事･･･書記官
○山田準次郎
　田澤義鋪
　吉田　　茂
　平島敏夫
　丹羽七郎

大正４年５月19日被仰付
同　７年５月25日被免
大正４年７月1（日被仰付
同　９年11月22日被免
大正６年９月19日被仰付
大正９年12月21日被仰付
同　11年11月４日被免
大正２年12月５日日被仰付

『明治神宮造営誌』より引用
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た
。
安
藤
は
本
殿
の
一
部
内
院
を
伽
藍
の
よ
う
な
廻
廊
で
連
絡
し
、

外
院
ま
で
も
伽
藍
的
構
成
手
法
を
施
し
た
が
大
正
六
年
に
急
死
し
た

為
、
錺
金
具
・
絵
様
等
を
担
当
し
て
い
た
大
江
新
太
郎
技
師
が
あ
と

を
継
い
で
設
計
を
行
っ
た
）
（（
（

。
そ
の
他
に
、
当
初
の
伊
東
の
案
で
は
楼

門
は
な
か
っ
た
が
、
第
二
回
特
別
委
員
会
に
て
こ
れ
も
関
野
委
員
よ

り
、
廻
廊
に
は
鳥
居
よ
り
も
四
脚
門
（
楼
門
）
の
方
が
相
応
し
い
意

見
で
変
更
と
な
っ
た
）
（（
（

。

　

次
に
参
道
だ
が
当
初
は
、
代
々
木
参
道
口
を
表
参
道
と
し
、
直
線

の
参
道
で
は
な
く
Ｓ
字
と
し
た
が
、
Ｓ
字
に
し
た
理
由
に
つ
い
て
は
、

平
ら
な
地
に
は
ま
っ
す
ぐ
な
参
道
が
適
切
で
あ
る
が
、
傾
斜
が
あ
る

た
め
、
傾
斜
に
従
っ
て
「
カ
ー
ヴ
）
（（
（

」
す
る
の
が
好
ま
し
い
と
し
て
い

た
が
、
関
野
委
員
か
ら
北
は
鬼
門
の
方
角
に
当
た
り
好
ま
し
く
な
く
、

ま
た
Ｓ
字
の
道
は
公
園
の
よ
う
な
性
質
に
は
あ
っ
て
い
る
が
神
社
の

参
道
と
し
て
は
ま
っ
す
ぐ
な
方
が
尊
厳
を
増
し
、
し
か
も
神
門
が
東

面
す
る
の
は
適
当
で
な
い
と
す
る
説
に
押
さ
れ
、
Ｓ
字
を
延
長
し
て

螺
旋
形
に
迂
回
し
て
南
よ
り
参
進
す
る
工
夫
を
試
み
た
が
、
地
勢
上

こ
れ
は
無
理
で
あ
り
評
議
の
結
果
、
表
参
道
は
南
か
ら
、
裏
参
道
は

北
か
ら
と
な
っ
た
）
（（
（

。
し
か
し
、
こ
の
決
定
に
お
い
て
も
社
殿
の
第
一

神
門
は
東
参
道
か
ら
入
る
事
に
な
っ
て
い
て
、
大
正
四
年
六
月
十
一

日
に
行
わ
れ
た
明
治
神
宮
造
営
局
の
『
議
案
・
報
告
事
項
）
（（
（

』
に
も
、

ま
だ
第
一
神
門
は
東
よ
り
入
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
東
か
ら
入
る

事
に
固
執
し
た
理
由
に
つ
い
て
伊
東
自
信
は
何
も
述
べ
て
い
な
い
が
、

東
参
道
筋
を
西
進
し
て
東
神
門
に
達
し
、
正
門
を
通
れ
ば
社
殿
の
側

面
に
向
か
っ
て
進
む
こ
と
に
な
り
、
本
殿
を
は
じ
め
拝
殿
の
他
内
外

の
廻
廊
等
の
一
連
の
社
殿
建
造
物
が
一
望
で
き
る
壮
観
な
景
観
を
現

出
し
た
か
っ
た
よ
う
だ
）
（（
（

。

　

ま
た
清き

よ

正ま
さ

の
井い

を
手
水
に
す
る
案
だ
が
、
当
初
、
神
社
奉
祀
調
査

会
・
同
特
別
委
員
会
で
は
こ
の
案
に
つ
い
て
異
論
は
ほ
と
ん
ど
な

か
っ
た
よ
う
だ
が
、
評
議
委
員
会
で
は
林
苑
担
当
者
達
か
ら
、
特
に

折
下
吉
延
技
師
に
よ
り
猛
反
対
に
あ
っ
て
い
る
。
理
由
は
御
祭
神
と

の
御
縁
故
の
あ
る
御
苑
の
景
観
を
破
壊
す
る
こ
と
と
な
り
、
し
か
も

伊
勢
神
宮
の
内
宮
の
よ
う
な
五
十
鈴
川
の
御み

た
ら
し

手
洗
と
は
違
い
、
清
正

の
井
で
は
余
り
に
も
狭
小
で
あ
り
大
衆
の
参
拝
に
際
し
て
と
う
て
い

適
宜
な
施
設
が
出
来
が
た
い
事
で
あ
る
）
（（
（

。
そ
れ
ら
の
諸
理
由
に
よ
っ

て
大
正
四
年
十
月
に
行
わ
れ
た
評
議
委
員
会
に
て
社
殿
は
伊
東
の
配

置
案
よ
り
も
全
体
に
百
メ
ー
ト
ル
北
上
し
、
参
道
は
直
線
で
南
北
参

道
と
相
会
し
て
西
折
り
と
な
り
、
更
に
北
向
き
に
進
ん
で
南
神
門
に

入
る
よ
う
に
変
更
さ
れ
た
。（
図
②
参
照
）
そ
の
他
に
車
道
の
設
置
は

阪
谷
の
意
見
で
、
上
野
で
開
催
さ
れ
た
博
覧
会
に
於
い
て
自
動
車
道

の
不
備
を
参
考
に
、
西
洋
人
か
ら
苦
情
が
多
か
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え

て
設
置
さ
れ
て
い
る
）
（（
（

。
鳥
居
の
数
も
南
参
道
入
り
口
と
回
廊
に
二
基

の
計
三
基
だ
っ
た
の
が
、
南
北
西
各
参
道
入
り
口
に
三
基
、
南
参
道

の
第
二
鳥
居
（
大
鳥
居
）、
玉
垣
南
東
西
北
に
四
基
の
合
計
八
基
と

な
っ
た
。
そ
し
て
東
側
に
配
置
し
て
あ
っ
た
楼
門
、
宿
衛
舎
を
南
方
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完
成
図
　『

明
治
神
宮
明
細
長
』（『

明
治
神
宮
叢
書
』
二
十
巻
図
録
編
）

明
治
神
宮
社
殿
側
面
の
予
定
図
（『

歴
史
写
真
』
大
正
四
年
七
月
号
）
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に
移
し
、
着
到
殿
を
廃
し
新
た
に
東
西
の
神
門
を
設
置
し
て
大
体
現

在
の
よ
う
な
配
置
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。（
図
④
参
照
）

　

こ
の
よ
う
に
し
て
大
正
九
年
秋
、
神
社
奉
祀
調
査
会
・
同
特
別
委

員
会
発
足
よ
り
七
年
の
歳
月
を
費
や
し
て
伊
東
の
「
全
精
神
が
結

集
）
（（
（

」
さ
れ
た
「
昭
代
の
精
華
を
中
外
に
示
す
大
建
築
）
（（
（

」
と
し
て
「
日

本
建
築
工
芸
史
上
、
永
く
後
世
に
伝
）
（（
（

」
え
る
べ
き
明
治
神
宮
が
完
成

し
た
の
で
あ
っ
た
。

お
わ
り
に

　

伊
東
忠
太
の
神
社
建
築
観
の
推
移
と
明
治
神
宮
の
造
営
過
程
を
見

て
き
た
。
明
治
神
宮
の
造
営
に
参
画
す
る
こ
と
に
よ
り
、
伊
東
の
神

社
建
築
観
が
進
歩
的
発
想
か
ら
伝
統
尊
重
へ
転
換
し
て
い
っ
た
事
が

明
ら
か
と
な
っ
た
。
し
か
も
神
社
に
対
す
る
観
念
が
た
だ
の
建
造
物

と
し
て
で
は
な
く
信
仰
の
対
象
と
し
て
捉
え
た
処
に
伊
東
の
神
社
建

築
に
対
す
る
大
き
な
意
義
が
あ
る
。
明
治
神
宮
の
造
営
を
契
機
に
伊

東
の
神
社
建
築
論
が
大
成
さ
れ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ

う
。
爾
後
彼
の
神
社
建
築
論
は
神
社
界
に
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
の

で
あ
り
、
伝
統
尊
重
の
中
に
も
優
れ
て
近
代
的
な
「
創
造
行
為
）
（（
（

」
が

受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
。
戦
後
国
家
管
理
を
離
れ
、
ま
た
一
般
の
建

造
物
に
最
新
の
素
材
や
様
式
が
流
行
し
て
も
神
社
建
築
で
は
素
材
も

様
式
も
伝
統
が
守
り
継
が
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
戦
後
の
明
治
神

宮
復
興
に
際
し
て
も
当
時
の
建
築
学
者
が
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
主

『明治神宮画集』（『明治神宮叢書』二十巻図録編所収）
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張
し
た
が
、
結
局
桧
材
で
再
興
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
理
解
さ
れ
る
。

伊
東
の
建
築
論
の
最
終
的
な
結
実
が
明
治
神
宮
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
神
社
建
築
の
伝
統
を
踏
襲
し
な
が
ら
、
巧
み
な
意
匠
を
凝
ら

し
た
近
代
神
社
建
築
が
成
立
し
た
の
で
あ
り
、
折
口
信
夫
が
「
新
神

道
の
顕
現
）
（（
（

」
と
さ
れ
た
明
治
神
宮
の
一
側
面
を
垣
間
見
る
こ
と
が
出

来
る
の
で
あ
る
。

註（1
）　

近
代
神
社
建
築
に
つ
い
て
は
『
近
代
の
神
社
景
観
』（
神
道
文
化
会
、

平
成
九
年
）
に
詳
細
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

（
2
）　

関
野
貞
「
明
治
の
正
倉
院
を
作
れ
」『
読
売
新
聞
』
大
正
元
年
九

月
五
日
。

（
3
）　

同
右
。

（
4
）　

黒
板
勝
美
「
明
治
神
宮
と
明
治
博
物
館
」―
崇
敬
と
記
念
と
は
厳

に
區
別
す
べ
し―

『
東
京
朝
日
新
聞
』
大
正
元
年
八
月
六
日
。

（
5
）　

同
右
。

（
6
）　

姉
崎
正
治
「
神
宮
及
び
記
念
物
」『
東
京
朝
日
新
聞
』
大
正
元
年

八
月
八
日
。

（
（
）　

同
右
。

（
8
）　

辰
野
金
吾
「
明
治
神
宮
の
建
築
と
御
神
体
」『
国
民
新
聞
』
大
正

九
年
八
月
十
三
日
。

（
9
）
河
野
省
三
「
明
治
神
宮
に
就
い
て
」『
神
職
會
々
報
』
３
３
、
大
正

元
年
九
月
。
ゆ
ま
に
書
房
、
平
成
四
年
復
刊
、
二
二
頁
。

（
10
）　

同
右
。

（
11
）　

同
右
。

（
12
）　

塚
本
靖
「
明
治
神
宮
の
建
築
」『
読
売
新
聞
』
大
正
元
年
八
月
七
日
。

（
13
）　

下
田
次
郎
『
読
売
新
聞
』
大
正
元
年
八
月
八
日
。

（
14
）　

秋
元
興
朝
「
何
を
以
て
伝
へ
奉
る
可
き
」『
国
民
新
聞
』
大
正
元

年
八
月
七
日
。

（
15
）　

日
野
西
光
善
「
明
治
神
宮
は
華
美
を
避
く
可
し
」『
国
民
新
聞
』

大
正
元
年
八
月
十
九
日
。

（
16
）　

同
右
。

（
1（
）　

伊
東
忠
太
「
法
隆
寺
建
築
論
」『
東
京
帝
国
大
學
紀
要
』
第
一
冊

第
一
号
、
明
治
三
十
三
年
。『
伊
東
忠
太
建
築
文
献
』（
全
六
巻
）

所
収
、
昭
和
十
二
・
三
年
刊
、
龍
吟
社
。
原
書
房
復
刊
、
昭
和
五

十
七
年
。
尚
、伊
東
忠
太
に
関
す
る
主
な
著
書
は
岸
田
日
出
刀
『
建

築
学
者
伊
東
忠
太
』
乾
元
社
、
昭
和
二
十
年
。
鈴
木
博
之
編
『
伊

東
忠
太
を
知
っ
て
い
ま
す
か
』
王
国
社
、
平
成
十
五
年
等
が
あ
る
。

（
18
）　

伊
東
忠
太
の
建
築
進
化
論
に
つ
い
て
最
近
の
論
文
と
し
て
川
道
麟

太
郎
、橋
寺
知
子
「
伊
東
忠
太
の
『
建
築
進
化
論
』
に
つ
い
て
（
上
）

そ
の
由
来
」『
計
画
系
論
文
集
』
№
525
平
成
十
一
年
、同
（
下
）「
そ

の
意
義
と
作
用
」『
計
画
系
論
文
集
』
№
554
平
成
十
四
年
。
倉
方

俊
輔
「
建
築
進
化
の
原
則
よ
り
見
た
る
我
邦
建
築
の
前
途
の
主
旨

に
つ
い
て―

伊
東
忠
太
『
建
築
進
化
論
』
の
特
質
に
関
す
る
研
究

　

そ
の
1―

」『
計
画
系
論
文
集
』
№
581
平
成
十
六
年
。「
建
築
進

化
論
と
設
計
活
動
に
つ
い
て
」―

伊
東
忠
太
『
建
築
進
化
論
』
の

特
質
に
関
す
る
研
究　

そ
の
2―

）『
計
画
系
論
文
集
』
№
589
平

成
十
七
年
等
が
あ
る
。

（
19
）　

伊
東
忠
太
「
神
社
建
築
の
形
式
は
一
定
す
べ
き
者
な
り
や
」『
神

社
協
会
雑
誌
』
第
一
号
、
明
治
三
十
五
年
、
八
頁
。
国
書
刊
行
会

復
刊
、
昭
和
五
十
九
年
。

（
20
）　

同
、
一
〇
頁
。
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（
21
）　

同
右
。

（
22
）　

伊
東
忠
太
「
将
来
の
神
社
建
築
」『
神
社
協
会
雑
誌
』
第
十
一
年
、

一
号
、
明
治
四
十
五
年
、
一
〇
頁
。
国
書
刊
行
会
復
刊
、
昭
和
五

十
九
年
。

（
23
）　

前
掲
「
神
社
建
築
の
形
式
は
一
定
す
べ
き
者
な
り
や
」
十
一
頁
。

（
24
）　

同
右
。

（
25
）　

同
、
六
頁
。

（
26
）　

山
内
泰
明『
神
社
建
築
』神
社
新
報
社
、昭
和
四
十
二
年
、一
六
六
頁
。

（
2（
）　

角
南
隆
「
明
治
神
宮
の
社
殿
復
興
に
つ
い
て
」『
新
建
築
』
昭
和

三
十
四
年
三
月
号
、
四
一
・
四
二
頁
。

（
28
）　

藤
岡
洋
保
「
内
務
省
神
社
局
・
神
祇
院
時
代
の
神
社
建
築
」『
近

代
の
神
社
景
観
』
平
成
九
年
、
神
道
文
化
会
、
四
七
〇
頁
。

（
29
）　

伊
東
忠
太
「
神
社
建
築
の
様
式
と
殿
内
舗
設
」『
神
社
協
会
雑
誌
』

第
十
三
年
、大
正
三
年
、二
頁
。
国
書
刊
行
会
復
刊
、昭
和
五
十
九
年
。

（
30
）　

伊
東
忠
太
「
神
社
建
築
に
就
い
て
」『
神
社
協
会
雑
誌
』
第
十
四
年
、

大
正
四
年
、
五
頁
。
国
書
刊
行
会
復
刊
、
昭
和
五
十
九
年
。

（
31
）　
『
古
事
記
』に
は
記
述
が
な
い
。『
日
本
書
紀
』の
誤
り
で
あ
る
。『
日

本
書
紀
』（
巻
第
一
神
代　

上
）「
檜ひ
の
きは
以
て
瑞み
づ

の
宮
を
為つ
く

る
材き

と

す
可べ

し
」。

（
32
）　

伊
東
忠
太
「
神
社
と
其
の
建
築
」『
神
道
学
雑
誌
』
第
三
号
、
昭

和
二
年
、
八
六
・
八
七
頁
。
第
一
書
房
復
刊
、
昭
和
六
十
一
年
。

（
33
）　

伊
東
忠
太
『
神
社
建
築
に
現
れ
た
る
日
本
精
神
』
日
本
文
化
協
会
、

昭
和
十
年
、
三
九
頁
。

（
34
）　

伊
東
忠
太
「
日
本
神
社
建
築
の
発
達
」『
日
本
建
築
の
研
究
』
上
、

昭
和
十
二
年
、龍
吟
社
。四
二
三
頁
。原
書
房
復
刊
、昭
和
五
十
七
年
。

（
35
）　

前
掲
『
神
社
建
築
に
現
れ
た
る
日
本
精
神
』
三
四
頁
。

（
36
）　

神
社
奉
祀
調
査
会
・
同
特
別
委
員
会
の
性
格
・
内
容
に
つ
い
て
は
、

山
口
輝
臣
が
「
神
社
奉
祀
調
査
会
に
つ
い
て
」（
上
）―

明
治
神

宮
計
画
に
お
け
る
「
由
緒
」
と
「
風
致
」―

（『
海
南
史
学
』
第

三
九
号
、
平
成
十
三
年
）、『
明
治
神
宮
の
出
現
』（
吉
川
弘
文
館
、

平
成
十
七
年
）
に
て
論
じ
て
い
る
。

（
3（
）　

大
丸
真
美
「
明
治
神
宮
の
鎮
座
地
選
定
に
つ
い
て
」『
明
治
聖
徳

記
念
学
会
紀
要
』
十
七
号
、
平
成
八
年
。

（
38
）　

国
立
公
文
書
館
蔵
『
公
文
雜
纂
』
２
Ａ―

１
４―

纂
１
３
３
３
所

収
「
神
社
奉
祀
調
査
會
経
過
要
領
ノ
一
」
一
一
頁
。

（
39
）　

明
治
神
宮
蔵
、
阪
谷
芳
郎
資
料
『
明
治
神
宮
関
係
書
類
八
部
ノ

内
第
一
部
』
所
収
。
依
託
さ
れ
た
委
員
は
伊
東
忠
太
、
井
上
友
一
、

井
上
禧
之
助
、
本
多
静
六
、
奥
田
義
人
、
田
所
美
治
、
坪
井
正
五
郎
、

正
木
直
彦
、
目
賀
田
種
太
郎
、
箕
浦
勝
人
、
三
上
参
次
、
三
宅
秀
、

股
野
琢
、
松
村
任
三
、
関
野
貞
。

（
40
）　
『
明
治
神
宮
造
営
誌
』
内
務
省
神
社
局
、
昭
和
五
年
、
四
七
頁
。

国
書
刊
行
会
復
刊
『
明
治
神
宮
叢
書
』
造
営
編
㈡
、
平
成
十
六
年
。

尚
、『
伊
東
忠
太
資
料
目
録
・
解
説
』（
社
団
法
人
日
本
建
築
学
会

建
築
博
物
館
、
平
成
十
五
年
）
で
は
そ
の
他
に
建
勲
神
社
、
春
日

神
社
、
石
上
神
社
、
三
輪
神
社
、
橿
原
神
宮
、
水
無
瀬
宮
、
男
山

八
幡
宮
、
松
尾
神
社
、
白
峯
宮
、
鹿
島
神
宮
、
稲
荷
神
社
、
美
保

神
社
等
が
調
査
さ
れ
て
い
る
。

（
41
）　

明
治
神
宮
蔵『
神
社
奉
祀
調
査
会
特
別
委
員
會
々
議
録（
第
一
回
）』

一
・
二
頁
。

（
42
）　

同
、
三
～
五
〇
頁
。

（
43
）　

同
、
一
八
頁
。

（
44
）　

同
、
二
一
頁
。

（
45
）　

同
、
二
二
頁
。

（
46
）　

前
掲　

阪
谷
芳
郎
資
料
『
明
治
神
宮
関
係
書
類
八
部
ノ
内
第
八
部
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（
二
）』
所
収
。

（
4（
）　

前
掲『
神
社
奉
祀
調
査
会
特
別
委
員
會
々
議
録（
第
一
回
）』三
二
頁
。

（
48
）　

同
、
三
一
頁
。

（
49
）　

前
田
康
彦
編
集
『
折
下
吉
延
先
生
業
績
録
』
折
下
先
生
記
念
事
業

会
、
昭
和
四
十
二
年
。
三
八
頁
。

（
50
）　

伊
東
忠
太
「
明
治
神
宮
社
殿
の
建
築
に
就
て
」『
建
築
雑
誌
』
四

〇
九
号
、
大
正
九
年
、
五
三
五
頁
。

（
51
）　

同
、
五
三
六
頁
。

（
52
）　

同
右
。

（
53
）　

創
建
当
初
の
社
殿
は
昭
和
二
十
年
の
空
襲
に
よ
り
、
南
神
門
と
一

部
の
回
廊
を
の
ぞ
い
て
本
殿
以
下
の
施
設
は
焼
失
し
た
。
現
在
の

社
殿
は
昭
和
三
十
三
年
に
復
興
さ
れ
た
が
、
社
殿
に
は
中
門
は
な

い
。
こ
れ
は
復
興
社
殿
の
設
計
者
・
角
南
隆
が
中
門
を
嫌
い
、
中

門
の
位
置
に
内
拝
殿
を
建
て
て
い
る
。
角
南
は
内
拝
殿
・
外
拝
殿

の
二
舎
に
し
て
、
そ
れ
を
廻
廊
で
繋
ぐ
形
式
を
好
ん
だ
。

（
54
）　

前
掲
『
明
治
神
宮
関
係
書
類
八
部
ノ
内
第
八
部
（
二
）』
所
収
。

（
55
）　

同
右
。

（
56
）　

前
掲『
神
社
奉
祀
調
査
会
特
別
委
員
會
々
議
録（
第
一
回
）』三
四
頁
。

（
5（
）　

同
、
三
七
頁
。

（
58
）　

藤
原
恵
洋
「
明
治
神
宮
創
建
に
見
る
流
造
意
匠
の
成
立
過
程
」『
デ

ザ
イ
ン
学
研
究
』
№
89
、
平
成
四
年
、
八
三
頁
。

（
59
）　

前
掲『
神
社
奉
祀
調
査
会
特
別
委
員
會
々
議
録（
第
一
回
）』三
八
頁
。

（
60
）　

同
、
四
三
頁
。

（
61
）　

前
掲
「
神
社
奉
祀
調
査
会
経
過
要
領
ノ
一
」
三
七
・
三
八
頁
。

（
62
）　

同
、
二
六
・
二
七
頁
。

（
63
）　

同
右
。

（
64
）　

明
治
神
宮
蔵
「
明
治
神
宮
御
造
營
の
由
来
を
語
る
座
談
會
速
記
録
」

（
昭
和
十
五
年
十
月
二
十
七
日
東
京
中
央
放
送
局
ニ
於
テ
）『
鎮
座

二
十
年
祭
書
類
』
八
冊
ノ
内
第
五
号
所
収
。

（
65
）　

前
掲
「
明
治
神
宮
社
殿
の
建
築
に
就
て
」
五
三
三
頁
。

（
66
）　

同
右
。

（
6（
）　

同
右
。

（
68
）　

前
掲
『
神
社
建
築
に
現
れ
た
る
日
本
精
神
』
日
本
文
化
協
会
、
昭

和
十
一
年
、
三
四
頁
。

（
69
）　

同
右
。

（
（0
）　

前
掲
「
明
治
神
宮
社
殿
の
建
築
に
就
て
」
五
三
六
頁
。

（
（1
）　

同
右
。

（
（2
）　

前
掲『
神
社
奉
祀
調
査
会
特
別
委
員
會
々
議
録（
第
二
回
）』三
八
頁
。

（
（3
）　

前
掲
「
明
治
神
宮
社
殿
の
建
築
に
就
て
」
五
三
九
頁
。

（
（4
）　

前
掲
『
明
治
神
宮
関
係
書
類
八
部
ノ
内
第
八
部
（
二
）』
所
収
。

（
（5
）　

大
江
新
太
郎
「
明
治
神
宮
社
殿
御
造
営
工
事
橿
梗
概
」（
二
）『
建

築
雑
誌
』
四
一
一
号
、
㈳
日
本
建
築
学
会
、
大
正
十
年
、
七
頁
。

（
（6
）　

前
掲
「
内
務
省
神
社
局
・
神
祇
院
時
代
の
神
社
建
築
」
四
七
三
頁
。

（
（（
）　

櫻
井
敏
雄
「
伝
統
的
様
式
か
ら
み
た
近
代
の
神
社―

そ
の
空
間
と

造
形
か
ら
の
視
点―

」
前
掲
『
近
代
の
神
社
景
観
』
四
四
一
頁
。

（
（8
）　

前
掲
『
神
社
奉
祀
調
査
会
特
別
委
員
會
會
議
録
（
第
一
回
）』
二

四
～
三
〇
頁
。

（
（9
）　

前
掲
『
神
社
奉
祀
調
査
会
特
別
委
員
会
々
議
録
（
第
一
回
）』
四
九
・

五
〇
頁
。

（
80
）　

前
掲
「
明
治
神
宮
社
殿
の
建
築
に
就
て
」
五
三
六
頁
。

（
81
）　

前
掲
『
明
治
神
宮
関
係
書
類
八
部
ノ
第
八
部
（
一
）』
所
収
『
議･

事
・
報
告
事
項
』。

（
82
）　

前
掲
『
折
下
吉
延
先
生
業
績
録
』
四
〇
頁
。

（
83
）　

同
、
三
八
・
三
九
頁
。
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（
84
）　

前
掲
『
神
社
奉
祀
調
査
会
特
別
委
員
會
會
議
録
（
第
一
回
）』
三
九
・

四
〇
頁
。

（
85
）　

岸
田
日
出
刀
著
『
建
築
学
者
伊
東
忠
太
』
乾
元
社
、
一
一
七
頁
、

昭
和
二
〇
年
。

（
86
）　
『
明
治
神
宮
紀
』
日
本
評
論
社
出
版
部
、
大
正
九
年
、
七
八
頁
。

（
8（
）　

同
右
。

（
88
）　

前
掲
「
内
務
省
神
社
局
・
神
祇
院
時
代
の
神
社
建
築
」
四
六
一
頁
。

（
89
）　

折
口
信
夫
「
新
神
道
の
顕
現
」『
神
道
史
研
究
』
第
十
三
巻
五
・

六
号
所
収
、
昭
和
四
十
年
十
一
月
。

（
明
治
神
宮
権
禰
宜
）


